
「
帝
国
」日
本
の
神
社
政
策
史
研
究
の
射
程

│
│
朝
鮮
を
事
例
に
│
│山

口

公

一

は
じ
め
に

一
九
九
〇
年
代
ご
ろ
か
ら
盛
ん
と
な
っ
て
き
た
「
帝
国
」
日
本

の
神
社
政
策
史
研
究
は
、
ど
の
よ
う
な
進
展
を
遂
げ
、
現
在
、
い

か
な
る
動
向
の
下
で
、
ど
の
程
度
、
な
に
が
解
明
さ
れ
て
き
て
い

る
の
か
。

本
稿
の
課
題
は
、
事
例
を
植
民
地
期
の
朝
鮮
に
限
定
に
し
て
、

こ
れ
ま
で
の
「
帝
国
」
日
本
の
神
社
政
策
史
研
究
の
道
程
を
整
理

し
、
今
後
の
研
究
の
展
望
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
の
前
提
と
し
て
、
一
九
九
〇
年
代
ま
で
の
時
期
に
お
け
る
研

究
状
況
に
つ
い
て
、
簡
単
に
整
理
し
て
お
こ
う
。
こ
の
時
期
に
お

け
る
研
究
の
第
一
の
潮
流
は
、
海
外
神
社
の
機
能
が
植
民
地
支
配

を
正
当
化
す
る
思
想
の
注
入
に
あ
る
こ
と
を
軸
に
し
て
把
握
す
る

研
究
と
し
て
、
い
わ
ば
海
外
神
社
史
研
究
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら

（
�
）

れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
の
研
究
は
、
特
に
千
葉
正
士

（
�
）

論
文
の
提
起
を
受
け
て
、
朝
鮮
総
督
府
（
以
下
、
総
督
府
と
す

る
）
の
神
社
政
策
の
具
体
的
展
開
を
捉
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
日
本
の
神
社
・
宗
教
に
よ
る
朝
鮮
へ
の

抑
圧
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
っ
た
帝
国
主
義
研
究
の
政
治
的
特
徴

を
日
本
と
朝
鮮
の
事
例
と
し
て
検
証
す
る
と
い
う
問
題
関
心
が
あ

っ
た
が
、
実
証
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
総
じ
て
充
分
に
そ
の
目
的
を

達
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
。

一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
日
本
の
神
社
政
策
の
展
開
を
単
線

的
に
位
置
づ
け
る
海
外
神
社
研
究
は
後
景
に
退
き
、
朝
鮮
史
の
歴

史
的
主
体
性
を
念
頭
に
置
い
た
「
抵
抗
」
の
歴
史
も
含
め
て
、
そ

の
神
社
政
策
と
そ
れ
へ
の
「
抵
抗
」
と
の
関
係
を
意
識
し
た
研
究

に
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

第
二
の
研
究
の
潮
流
は
、
主
に
キ
リ
ス
ト
教
と
の
葛
藤
関
係
を

軸
に
、
神
社
参
拝
強
制
を
宗
教
政
策
と
し
て
把
握
す
る
研
究
と
し

（
�
）

て
示
さ
れ
た
。
総
じ
て
、
日
本
の
朝
鮮
支
配
の
宗
教
的
・
思
想
的

支
配
の
一
環
と
し
て
、
神
社
政
策
を
見
て
お
り
、
そ
れ
へ
の
抵
抗

と
し
て
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
の
諸
運
動
を
位
置
づ
け
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
点
は
韓
国
の
研
究
動
向
の
一
致
し
た
視
角
と
な
っ

て
お
り
、
当
該
時
期
に
お
け
る
日
本
で
の
研
究
史
の
動
向
と
も
一

（
�
）

致
し
て
い
る
。

海
外
神
社
史
研
究
の
流
れ
は
、
神
社
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
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を
強
調
す
る
余
り
、
思
想
注
入
の
対
象
や
方
法
の
時
期
別
の
差
異

に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
な
い
傾
向
に
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
へ
の

神
社
参
拝
強
制
の
歴
史
を
追
う
研
究
の
流
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
者

の
受
難
と
抵
抗
が
そ
の
主
な
論
点
で
あ
り
、
信
教
の
自
由
を
侵
す

海
外
神
社
の
も
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
植
民
地
権
力
の
宗
教
弾
圧
の

側
面
に
研
究
蓄
積
が
集
中
し
て
い
る
。

一
九
七
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
ま
で
の
植
民
地
期
朝
鮮
に

お
け
る
神
社
政
策
研
究
は
、
以
上
の
よ
う
な
二
つ
の
研
究
の
流
れ

か
ら
、
帝
国
主
義
の
政
治
的
特
徴
と
し
て
日
本
の
朝
鮮
支
配
に
お

い
て
も
総
督
府
に
よ
っ
て
思
想
・
信
教
の
自
由
へ
の
抑
圧
が
進
め

ら
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
朝
鮮
民
族
の
抵
抗
運
動
が
展
開
し
て
き
た

と
い
う
、「
支
配
と
抵
抗
」
の
二
項
対
立
的
な
基
本
的
構
図
の
な

か
で
、
日
本
と
朝
鮮
の
近
代
史
を
位
置
づ
け
て
き
た
の
で
あ
っ

（
�
）
た
。
そ
の
こ
と
は
こ
の
時
期
の
研
究
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
さ
れ
て
き
た
成
果
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
逆
説
的
に
は
、
そ

の
後
の
研
究
の
進
展
を
「
制
約
」
す
る
構
図
で
あ
っ
た
と
も
い
え

よ
う
。
そ
う
し
た
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
研
究
の
「
制
約
」
と
な

っ
た
点
は
、
以
下
の
三
点
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

第
一
は
、「
国
家
神
道
」
の
移
植
を
前
提
に
し
て
い
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
一
九
三
〇
年
代
以
前
の
朝
鮮
の
神
社
の
意
味
を
神
社
参

拝
強
制
政
策
の
前
史
と
し
て
し
か
位
置
づ
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と

で
あ
る
。

第
二
は
、
神
社
政
策
の
意
味
を
専
ら
朝
鮮
民
衆
に
対
す
る
思
想

・
信
教
の
自
由
を
抑
圧
す
る
帝
国
主
義
支
配
の
特
徴
と
し
て
把
握

し
て
き
た
こ
と
で
、
日
本
の
朝
鮮
支
配
を
め
ぐ
る
世
界
史
的
環
境

（
対
外
状
況
）
や
日
本
国
内
に
お
け
る
政
治
状
況
と
の
関
わ
り
の

な
か
で
、
朝
鮮
の
位
置
を
捉
え
て
い
く
視
点
が
充
分
で
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
時
期
毎
の
朝
鮮
統
治
に
お
け
る
優

先
課
題
と
な
っ
た
政
策
な
ど
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
、
総
督
府
部

局
内
の
神
社
政
策
へ
の
認
識
の
軽
重
が
生
ま
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
神
社
政
策
の
位
置
づ
け
が
変
容
し
て
い
く
側
面
な
ど
も
充
分

に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

日
韓
両
国
の
先
行
研
究
と
も
に
、
一
九
三
〇
年
代
中
半
以
降
の

神
社
参
拝
強
要
は
朝
鮮
民
族
へ
の
宗
教
的
・
思
想
的
抑
圧
の
特
徴

と
し
て
捉
え
、
こ
れ
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
者
を
中
心
と
し
た
抵

抗
し
た
運
動
と
し
て
、
神
社
参
拝
強
要
へ
の
抵
抗
を
位
置
づ
け
る

傾
向
が
強
い
。
そ
う
し
た
特
徴
を
も
つ
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
社
参
拝
強
要
が
も
っ
た
戦
時
動
員
政
策

と
し
て
の
一
側
面
を
実
証
的
に
捉
え
て
い
く
視
点
が
相
対
的
に
弱

か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

第
三
は
、
朝
鮮
民
衆
の
神
社
参
拝
強
要
へ
の
対
応
が
民
族
独
立

運
動
に
一
元
化
さ
れ
て
し
ま
い
、
二
項
対
立
的
構
図
に
還
元
さ
れ
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て
、
そ
の
多
様
な
対
応
の
あ
り
方
が
見
え
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
戦
時
期
に
お
け
る
朝
鮮
の
「
帝
国
」
日
本
に
お
け
る
総

力
戦
体
制
に
お
け
る
位
置
づ
け
と
の
関
わ
り
で
言
え
ば
、
当
該
期

の
朝
鮮
民
衆
の
神
社
参
拝
強
要
へ
の
対
応
の
諸
相
を
見
直
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
。

一
、
二
〇
〇
〇
年
代
中
半
に
至
る
研
究
の
多
様
化
と

そ
の
成
果

一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
前
述
し
た
研
究
の
成
果
と
課
題
を

踏
ま
え
な
が
ら
も
、
地
域
・
時
期
の
特
定
や
課
題
の
限
定
な
ど
に

よ
っ
て
実
証
の
精
度
が
格
段
に
進
ん
だ
。
そ
れ
ら
の
研
究
は
、
こ

れ
ま
で
自
明
の
こ
と
と
し
て
き
た
が
故
に
、
と
も
す
る
と
他
民
族

抑
圧
に
お
け
る
思
想
・
宗
教
弾
圧
と
い
っ
た
特
徴
に
単
純
に
結
論

を
導
き
が
ち
で
あ
っ
た
一
九
八
〇
年
代
ま
で
の
研
究
と
比
べ
て
、

新
た
な
史
料
の
発
見
や
さ
ま
ざ
ま
な
視
角
や
方
法
論
を
導
入
し

て
、「
支
配
と
抵
抗
」
の
実
態
を
よ
り
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
て

い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
海
外
神
社
研
究
に
お
い
て
も
、
一
九
九
〇

（
�
）

年
代
に
は
質
量
と
も
に
飛
躍
的
に
進
ん
だ
と
評
価
さ
れ
る
。

一
方
で
、
必
ず
し
も
従
来
の
研
究
関
心
を
継
承
せ
ず
に
、
一
九

八
〇
年
代
後
半
以
降
の
現
代
歴
史
学
に
お
け
る
多
様
な
方
法
論
や

（
�
）

問
題
関
心
の
広
が
り
を
受
け
て
、
従
来
の
研
究
の
ベ
ー
ス
に
あ
っ

た
「
帝
国
主
義
と
植
民
地
」
の
方
法
的
枠
組
や
問
題
関
心
を
相
対

化
し
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
研
究
も
登
場
し
た
。
こ
う
し
た
研
究

動
向
の
多
様
化
は
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
、
一
気
に
進
行
し
、

新
し
い
成
果
を
生
む
に
至
っ
た
。
以
下
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る

神
社
政
策
や
宗
教
政
策
に
絞
っ
て
、
こ
う
し
た
多
様
化
し
た
研
究

動
向
を
七
つ
の
特
徴
か
ら
分
類
し
て
、
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
し

た
い
。

（
１
）「
支
配
と
抵
抗
」
の
相
互
作
用

第
一
に
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
の
支
配
の
あ
り
方
を
追

求
し
て
き
た
政
治
史
（
統
治
政
策
史
）
の
分
野
に
お
い
て
も
、
近

代
日
本
と
植
民
地
朝
鮮
の
関
係
を
従
来
の
「
支
配
と
抵
抗
」
と
い

う
二
項
対
立
的
な
把
握
か
ら
、
支
配
民
族
と
被
支
配
民
族
両
者
に

お
け
る
相
互
作
用
に
立
脚
し
た
把
握
へ
と
そ
の
性
格
を
漸
次
変
化

さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

（
�
）

並
木
真
人
の
研
究
は
、
こ
う
し
た
視
角
に
た
っ
て
、
植
民
地
後

半
期
の
ソ
ウ
ル
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
都
市
に
お
け
る
民
衆
統
合

の
あ
り
方
を
、
社
会
的
統
合
・
政
治
的
統
合
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

統
合
の
三
点
か
ら
考
察
し
た
。
神
社
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
統
合
の
観
点
か
ら
ソ
ウ
ル
に
お
け
る
朝
鮮
神
宮
の
機

能
を
具
体
的
対
象
と
し
て
分
析
を
試
み
た
。
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支
配
者
と
被
支
配
者
の
相
互
作
用
を
意
識
し
な
が
ら
、
国
家
に

よ
る
民
衆
や
社
会
へ
の
「
統
合
」
と
い
う
視
点
を
導
入
す
る
こ
と

で
、
日
本
の
朝
鮮
植
民
地
支
配
に
お
け
る
「
統
合
」
論
理
や
統
治

技
術
の
解
明
や
、
そ
う
し
た
「
統
合
」
に
直
面
し
た
被
支
配
民
衆

の
側
の
対
応
に
つ
い
て
は
、「
抵
抗
」
の
み
な
ら
ず
「
協
力
」
や

「
屈
従
」
あ
る
い
は
「
面
従
腹
背
」
な
ど
の
諸
相
が
明
ら
か
と
な

り
、
よ
り
一
層
多
様
な
植
民
地
に
お
け
る
歴
史
像
を
提
起
す
る
こ

（
�
）

と
が
可
能
に
な
っ
た
。

（
２
）
植
民
地
権
力
の
地
域
支
配
の
再
編
成
と
神
社

第
二
に
、
神
社
政
策
を
地
方
制
度
な
ど
の
植
民
地
権
力
に
よ
る

地
域
支
配
の
再
編
成
と
関
わ
ら
せ
て
、
そ
の
意
味
を
問
お
う
と
す

る
研
究
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
の
植
民
地
都
市
の
性
格
を
明
ら
か

に
す
る
上
で
、
神
社
は
そ
の
特
異
な
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
位
置
づ
け

（

）

ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
都
市
に
お
け
る
地
域
支
配
と
の
関
わ
り
で

神
社
の
存
在
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（

）

青
井
哲
人
の
研
究
は
一
八
八
〇
年
代
か
ら
一
九
二
五
年
前
後
ま

で
を
対
象
と
し
て
、
と
く
に
神
社
境
内
の
形
成
・
経
営
お
よ
び
変

容
過
程
を
復
元
的
に
描
き
出
す
こ
と
を
中
心
に
、「
併
合
」
以
前

の
居
留
民
奉
斎
神
社
の
実
態
を
多
面
的
に
復
元
し
、
そ
れ
を
取
り

巻
く
制
度
的
・
社
会
的
基
盤
を
、
地
方
制
度
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
土
地
・
森
林
・
公
園
・
都
市
あ
る
い
は
文
化
財
な
ど
各
方
面

の
行
政
に
網
の
目
状
に
か
た
く
結
び
つ
い
た
世
俗
的
な
制
度
の
総

体
と
し
て
浮
き
彫
り
に
し
て
い
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
国
家

意
志
の
顕
現
た
る
官
国
幣
社
と
日
本
人
民
衆
の
信
仰
心
の
発
露
た

る
居
留
民
神
社
と
い
っ
た
、
具
体
性
を
欠
い
た
二
分
法
か
ら
も
脱

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
す
る
。
居
留
民
神
社
か
ら
総
督
府
の

認
め
る
事
実
上
の
法
人
と
し
て
の
神
社
へ
の
再
編
は
、
ち
ょ
う
ど

総
督
府
が
日
本
人
居
留
民
社
会
か
ら
自
治
性
を
取
り
除
き
つ
つ
中

央
集
権
的
な
統
治
体
制
の
下
部
機
構
（
地
方
）
へ
と
再
編
す
る
過

程
で
も
あ
り
、
同
時
に
朝
鮮
人
を
日
本
人
同
様
に
地
方
行
政
に
取

り
込
ん
で
い
く
過
程
で
も
あ
る
こ
と
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
て
、
優

れ
た
成
果
を
挙
げ
た
。
そ
し
て
当
該
期
の
神
社
政
策
に
お
い
て
、

地
方
行
政
や
土
地
行
政
な
ど
と
の
す
り
あ
わ
せ
以
上
の
積
極
的
な

目
標
を
、
統
一
し
た
方
針
と
し
て
必
ず
し
も
明
確
化
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
と
同
時
に
、
個
々
の
神
社
の
履
歴
や
現
状
を
追
認
せ
ざ

る
得
な
い
理
由
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
と
結
論
づ
け
る
。
そ
れ

は
社
格
制
度
あ
る
い
は
神
社
財
政
に
対
す
る
政
府
・
地
方
官
庁
の

補
助
に
関
す
る
未
整
備
に
原
因
を
求
め
た
。
青
井
は
こ
う
し
た
成

果
を
日
本
近
代
都
市
史
研
究
の
文
脈
で
、「
日
本
植
民
都
市
」
の

史
的
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
神
社
と
そ
の
境
内
に
着
目
し

（

）

た
研
究
に
発
展
さ
せ
て
い
る
。
青
井
の
研
究
は
、
こ
う
し
た
都
市
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史
研
究
へ
の
関
心
が
朝
鮮
の
神
社
に
関
す
る
研
究
を
深
化
さ
せ
て

い
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

（
３
）
朝
鮮
民
衆
の
「
心
性
」
理
解
の
必
要
性

│
「
民
族
宗
教
」・「
う
ぶ
な
信
仰
」・
巫
俗
な
ど
│

第
三
に
、
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
思
想
や
信
仰
、
宗
教
を
通

じ
て
、
民
族
運
動
の
担
い
手
や
植
民
地
社
会
に
生
き
た
朝
鮮
民
衆

の
心
性
に
接
近
し
、
植
民
地
権
力
の
そ
う
し
た
民
衆
の
心
性
へ
の

政
策
的
関
与
に
着
眼
し
た
研
究
で
あ
る
。
こ
う
し
た
朝
鮮
民
衆
の

心
性
へ
の
接
近
に
よ
っ
て
、
日
本
の
植
民
地
支
配
に
お
け
る
神
社

政
策
や
宗
教
政
策
の
ね
ら
い
や
構
造
を
よ
り
深
く
明
ら
か
に
し

た
。

（

）

青
野
正
明
の
神
社
政
策
研
究
（
ａ
）
は
こ
う
し
た
試
み
で
あ

る
。
青
野
は
、
農
村
を
対
象
に
し
た
植
民
地
権
力
の
地
域
支
配
の

再
編
成
と
も
関
わ
ら
せ
て
、
一
九
三
〇
年
代
の
神
社
政
策
を
農
村

振
興
運
動
と
の
関
わ
り
で
捉
え
よ
う
と
し
た
。
農
村
に
お
い
て

《
官
製
》
自
治
の
中
心
に
統
制
下
の
神
社
（
実
際
は
神
祠
）
を
据

え
、
そ
の
自
治
に
村
民
た
ち
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
構
想
を
抱
く

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、「
村
落
自
治
」
を
生
み
だ
し
三
・
一

独
立
運
動
の
精
神
的
土
壌
に
な
っ
た
農
民
た
ち
の
結
集
力＝

「
迷

信
」
に
代
わ
り
、《
官
製
》
自
治
に
お
け
る
結
集
力＝

「
自
力
更

生
」
を
生
み
出
す
た
め
に
提
唱
さ
れ
た
「
心
田
開
発
」
政
策
の
一

環
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
総
督
府
は
「
迷
信
打
破
」
を

推
し
進
め
る
一
方
で
、
農
民
の
心
意
世
界
に
積
極
的
に
関
与
し
よ

う
と
、
一
九
三
五
年
に
神
社
利
用
に
踏
み
切
り
、
農
村
で
の
神
陶

体
制
の
構
築
を
め
ざ
し
た
と
論
じ
た
。
さ
ら
に
青
野
の
神
社
政
策

（

）

研
究
（
ｂ
）
は
、
戦
時
期
に
お
け
る
総
督
府
側
の
政
策
と
し
て
の

《
神
社
信
仰
へ
の
同
化
》
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
最
後
の
拠
り

所
で
あ
る
民
族
文
化
に
危
機
感
を
募
ら
せ
た
朝
鮮
民
衆
を
巻
き
込

む
《
民
族
文
化
否
定
か
ら
の
脱
出
》
の
二
重
構
造
を
指
摘
し
た

が
、
総
督
府
は
春
川
郡
の
民
衆
に
《
神
社
信
仰
へ
の
同
化
》
を
促

し
た
際
に
、
地
域
住
民
が
信
仰
し
て
い
た
「
牛
頭
山
曾
尸
茂
梨
」

を
「
内
鮮
同
化
の
神
」
と
し
て
江
原
神
社
の
祭
神
の
一
柱
と
し
て

祀
っ
た
。
こ
れ
は
朝
鮮
民
衆
に
対
し
て
よ
り
具
体
的
に
朝
鮮
の
民

族
文
化
を
容
認
し
て
い
る
と
い
う
要
素
を
加
味
し
て
「
内
鮮
一

体
」
を
推
進
し
た
事
例
を
示
し
て
お
り
、
神
社
政
策
が
朝
鮮
民
衆

の
信
仰
や
心
意
世
界
に
積
極
的
に
関
わ
っ
て
神
祇
体
制
の
構
築
を

目
指
し
た
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
青
野
の
朝
鮮
民
衆
の
心
意
世
界
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、

「
民
族
宗
教
」
が
構
築
す
る
「
村
落
自
治
」
の
場
を
近
代
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
培
養
基
と
し
て
見
る
観
点
か
ら
の
運
動
史
分
析
へ
展

（

）

（

）

開
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
趙
景
達
の
研
究
も
こ
う
し
た
試
み
の
一
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つ
で
あ
る
。
趙
は
、
民
衆
運
動
史
分
析
の
際
に
、
天
道
教
や
普
天

教
と
い
っ
た
民
衆
宗
教
に
着
目
し
、
植
民
地
社
会
に
生
き
る
民
衆

の
救
済
願
望
の
表
れ
と
し
て
、
民
衆
宗
教
が
終
末
論
的
宗
教
の
特

徴
で
あ
る
社
会
変
革
願
望
と
し
て
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
を
も
ち
、

こ
れ
に
引
き
付
け
ら
れ
て
い
っ
た
朝
鮮
民
衆
の
精
神
世
界
に
迫
ろ

う
と
し
た
。

ま
た
、
日
本
の
植
民
地
支
配
と
文
化
変
容
へ
の
問
題
関
心
か

ら
、
総
督
府
の
神
社
政
策
と
朝
鮮
に
お
け
る
信
仰
文
化
の
関
係
の

あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
研
究
も
重
要
で
あ
る
。

（

）

栗
田
英
二
の
研
究
は
民
俗
学
の
方
法
か
ら
、
巨
文
島
を
フ
ィ
ー

ル
ド
に
し
て
、
一
九
三
九
年
以
降
の
「
一
面
一
神
祠
設
置
方
針
」

に
伴
う
神
社
・
神
祠
の
創
設
の
奨
励
に
よ
る
天
照
大
神
を
祭
神
と

す
る
神
明
神
祠
の
増
加
傾
向
と
入
れ
替
わ
っ
て
、
一
九
四
一
年
以

降
は
、
金
比
羅
神
や
稲
荷
神
を
祭
神
と
す
る
「
た
だ
の
神
祠
」
が

増
加
し
て
く
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
傾
向
は
、
戦
時
体
制
下

に
総
督
府
が
神
明
神
祠
の
創
建
で
は
な
く
、
も
と
も
と
民
衆
の
素

朴
な
信
仰
の
対
象
と
し
て
神
仏
習
合
的
属
性
を
も
っ
た
「
た
だ
の

神
祠
」
を
公
的
な
信
仰
（
国
家
神
道
的
属
性
）
に
取
り
込
ん
で
い

っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
国
家
意
志
と

民
衆
意
識
の
ズ
レ
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
た
と
結
論
づ
け
る
。
な

ぜ
総
督
府
が
「
た
だ
の
神
祠
」
を
公
的
な
信
仰
に
取
り
込
ん
で
い

っ
た
か
に
つ
い
て
、
栗
田
は
国
家
神
道
的
属
性
を
求
め
た
総
督
府

と
神
仏
習
合
的
属
性
を
も
っ
た
「
う
ぶ
な
信
仰
」
と
の
あ
い
だ
に

何
ら
か
の
妥
協
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
こ
う
し
た
事
態
は
生
じ
得
な

い
と
す
る
が
、
結
局
は
一
九
四
〇
年
代
以
降
の
戦
争
に
よ
る
経
済

状
況
の
悪
化
に
伴
い
、
新
た
な
神
社
・
神
祠
施
設
整
備
が
困
難
と

な
っ
た
状
況
に
対
応
す
る
た
め
に
、
こ
う
し
た
属
性
の
由
来
は
棚

上
げ
し
て
、
と
に
か
く
公
的
な
信
仰
に
「
た
だ
の
神
祠
」
を
取
り

込
む
こ
と
で
、
神
社
・
神
祠
増
設
を
図
ろ
う
と
し
た
彌
縫
策
で
あ

っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（

）

一
方
、
韓
国
の
研
究
と
し
て
は
、
崔
錫
栄
の
研
究
を
挙
げ
て
お

き
た
い
。
崔
は
朝
鮮
社
会
に
お
け
る
巫
俗
に
着
目
し
、
一
九
三
〇

年
代
に
お
け
る
植
民
地
権
力
に
よ
る
巫
俗
へ
の
弾
圧
と
そ
の
後
に

お
け
る
神
社
政
策
の
農
村
へ
の
進
出
と
い
っ
た
展
開
な
ど
を
追
う

こ
と
で
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
文
化
破
壊
の
問
題
を
提
起
し

た
。

（
４
）「
祭
神
」
の
性
格
分
析
に
よ
る
地
域
秩
序
の
編
成

第
四
に
、
神
道
史
研
究
に
お
け
る
海
外
神
社
研
究
が
改
め
て
盛

況
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
朝
鮮
に
お
け
る
海
外
神
社
設
置
運
動

に
関
す
る
分
析
や
海
外
神
社
に
祀
ら
れ
た
「
祭
神
」
の
性
格
分
析

が
進
ん
だ
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
菅
浩
二
の
研
究
は
、「
韓
国
併
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合
」
以
前
に
韓
国
神
社
創
建
運
動
過
程
で
神
社
関
係
者
の
共
通
認

識
と
し
て
日
韓
の
国
祖
の
合
祀
（「
檀
君
奉
祀
」）
が
提
言
さ
れ
た

（

）

が
、
伊
藤
博
文
統
監
に
反
対
さ
れ
、
頓
挫
し
た
こ
と
、「
韓
国
併

合
」
後
の
朝
鮮
神
社
創
建
計
画
と
関
わ
っ
て
、
三
・
一
独
立
運
動

の
緊
迫
下
に
帝
国
議
会
衆
議
院
で
「
素
戔
鳴
尊
」
奉
斎
論
が
議
論

（

）

さ
れ
た
こ
と
、
一
九
二
〇
年
代
の
「
朝
鮮
神
宮
祭
神
論
争
」
に
お

い
て
、
神
社
関
係
者
が
祭
神
の
〈
土
着
性
〉
を
尊
重
し
、
天
照
大

神
と
明
治
天
皇
に
加
え
て
朝
鮮
の
始
祖
で
あ
る
「
檀
君
」
も
し
く

は
朝
鮮
の
国
土
開
発
を
意
識
し
た
「
国
魂
大
神
」
を
合
祀
す
べ
き

（

）

で
あ
る
と
提
言
し
た
こ
と
、
官
幣
大
社
と
国
幣
小
社
に
祀
ら
れ
た

（

）

「
祭
神
」
の
性
格
の
違
い
や
そ
れ
を
め
ぐ
る
神
道
関
係
者
の
動
き

と
総
督
府
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
ら
の
成
果
は
後
に

ま
と
め
ら
れ
、
菅
は
結
論
と
し
て
、
こ
う
し
た
「
祭
神
」
分
析
か

ら
見
え
る
近
代
日
本
の
「
外
地
」
に
対
す
る
自
他
認
識
と
の
関
わ

り
で
一
九
三
〇
年
代
を
画
期
と
し
た
「
大
日
本
帝
国
」
の
支
配
の

（

）

変
化
を
指
摘
し
た
。
菅
の
方
法
論
は
、
世
界
シ
ス
テ
ム
論
に
お
け

る
〈
中
心
〉
と
〈
周
縁
〉
と
い
っ
た
枠
組
に
「
大
日
本
帝
国
」
に

お
け
る
海
外
神
社
に
祀
ら
れ
た
「
祭
神
」
の
性
格
や
神
社
信
仰
の

世
俗
的
主
義
的
側
面
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
に
拠
っ
て
い

る
。菅

は
先
行
研
究
に
関
し
て
は
、「
参
拝
の
強
要
」
を
「
皇
民
化
」

と
い
う
用
語
に
象
徴
さ
れ
る
〈
日
本
の
ア
ジ
ア
侵
略
と
暴
政
〉
を

告
発
す
る
素
材
と
し
て
、
海
外
神
社
と
天
皇
制
や
日
本
の
「
外

地
」
政
策
全
体
へ
の
批
判
と
強
引
に
結
び
つ
け
て
い
る
研
究
が
多

い
と
批
判
す
る
。
こ
う
し
た
研
究
に
支
え
ら
れ
た
海
外
神
社
の
陰

鬱
な
イ
メ
ー
ジ
が
「
自
明
」
の
も
の
と
し
て
「
常
識
化
」
し
て
い

（

）

る
現
代
日
本
社
会
の
認
識
に
も
懐
疑
的
で
あ
る
。「
参
拝
の
強
要
」

に
つ
い
て
は
、
第
一
に
、
戦
時
期
の
ご
く
一
部
の
時
期
に
限
定

し
、
さ
ら
に
在
朝
日
本
人
を
除
く
朝
鮮
全
人
口
の
一
・
七
パ
ー
セ

ン
ト
に
す
ぎ
な
い
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
行
政
当
局
に
よ
る
も
の

と
し
て
極
小
で
例
外
的
な
事
態
で
あ
る
と
の
立
場
、
第
二
に
、

「
強
要
」
の
主
体
で
あ
る
行
政
当
局
も
、「
抵
抗
」
の
立
場
か
ら
歴

史
を
描
く
側
も
、
神
社
を
単
な
る
「
参
拝
の
強
要
」
の
舞
台
背
景

と
し
て
捉
え
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、「
強
要
」
と
「
抵
抗
」
の
狭

間
に
あ
る
神
社
固
有
の
歴
史
は
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
て
い

る
。そ

れ
故
、
菅
の
研
究
で
は
、
海
外
神
社
創
設
運
動
そ
し
て
海
外

神
社
の
存
在
が
「
大
日
本
帝
国
」
に
よ
る
ア
ジ
ア
侵
略
・
植
民
地

支
配
と
は
思
想
的
に
は
必
ず
し
も
結
び
つ
か
な
い
こ
と
を
証
明
す

る
こ
と
に
力
が
注
が
れ
て
い
る
。
神
社
関
係
者
も
戦
争
に
動
員
さ

れ
た
存
在
で
あ
り
、「
国
家
神
道
」
は
国
家
に
よ
る
神
社
神
道
支

配
で
あ
っ
て
、
神
社
神
道
自
体
か
ら
は
「
戦
争
責
任
」
や
「
植
民
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地
支
配
責
任
」
を
切
り
離
そ
う
と
す
る
傾
向
を
色
濃
く
打
ち
出
し

た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
、
一
九
三
〇
年
以
前
に
お
い

て
は
、
神
社
神
道
側
の
朝
鮮
で
の
「
檀
君
合
祀
」「
国
魂
大
神
」

な
ど
と
い
っ
た
神
社
信
仰
に
お
け
る
「
融
和
」
的
な
政
策
提
言
を

総
督
府
が
採
用
し
な
か
っ
た
こ
と
、
一
九
三
〇
年
代
以
後
に
つ
い

て
は
、「
皇
民
化
」
を
直
接
戦
時
体
制
に
結
び
つ
け
る
の
で
は
な

く
、
朝
鮮
を
「
帝
国
」
の
一
地
方
と
し
て
置
き
換
え
て
、「
帝
国
」

と
し
て
の
「
一
体
性
」
を
求
め
る
も
の
と
し
て
結
論
づ
け
、
台
湾

で
の
分
析
を
例
に
、
神
道
関
係
者
の
大
方
は
、
在
来
信
仰
の
排
撃

・
圧
殺
へ
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
論
の
運
び
と
な
っ

て
い
る
。

筆
者
は
菅
に
よ
る
「
祭
神
」
の
性
格
分
析
に
よ
る
実
証
的
な
研

究
成
果
を
全
面
的
に
批
判
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
「
国
家

神
道
」
の
移
植
と
い
っ
た
と
ら
え
方
は
、
朝
鮮
の
植
民
地
期
を
通

じ
て
神
社
関
係
者
を
総
督
府
支
配
と
同
一
視
す
る
傾
向
を
も
つ
。

ま
た
、
菅
は
新
し
い
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
を
掘
り
起
こ
し
、
海
外
神

社
史
研
究
に
深
ま
り
を
も
た
ら
せ
た
と
評
価
で
き
る
。

菅
は
こ
れ
ま
で
の
海
外
神
社
像
を
「
相
対
化
」
す
る
こ
と
で
、

こ
う
し
た
日
本
の
植
民
地
支
配
に
批
判
的
な
神
社
関
係
者
の
存
在

を
「
神
社
固
有
の
歴
史
」
の
担
い
手
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
一
九
二
〇
年
代
に
お

け
る
神
社
関
係
者
に
よ
る
朝
鮮
神
宮
へ
の
「
檀
君
合
祀
論
」
は
、

朝
鮮
固
有
の
歴
史
・
文
化
を
彼
ら
な
り
に
「
尊
重
」
し
た
「
祭

神
」
の
採
用
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
内

鮮
融
和
」
を
め
ぐ
る
「
朝
鮮
民
衆
の
統
合
の
手
法
」
に
対
す
る
認

識
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え

た
と
き
、
こ
う
し
た
神
社
の
「
祭
神
」
な
ど
を
め
ぐ
る
総
督
府
と

神
社
関
係
者
の
認
識
の
違
い
は
「
支
配
」
す
る
側
が
、
神
社
を
朝

鮮
支
配
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
認

識
の
ズ
レ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
、
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
朝
鮮
を
「
帝
国
」
の
一
地
方

と
し
て
置
き
換
え
て
、「
帝
国
」
と
し
て
の
「
一
体
性
」
を
求
め

る
た
め
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
神
社
制
度
の
改
編
も
、
単
に
神
社

崇
敬
の
高
ま
り
か
ら
な
さ
れ
た
と
す
る
だ
け
で
は
な
く
、「
満
州

事
変
」
期
に
お
い
て
、
日
本
を
取
り
巻
く
国
際
環
境
に
変
化
が
生

じ
た
こ
と
で
、「
帝
国
」
内
に
お
け
る
よ
り
一
層
の
「
国
民
的
一

体
性
」
を
必
要
と
し
た
側
面
を
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。
そ
う
し
た
側
面
が
戦
時
期
に
お
け
る
朝
鮮
の
神
社
に
「
国
家

の
宗
祀
」
と
し
て
の
側
面
を
肥
大
化
さ
せ
る
こ
と
を
促
す
こ
と
と

な
り
、
戦
時
動
員
政
策
で
は
、
神
社
が
帝
国
日
本
の
「
国
民
統

合
」
の
役
割
を
積
極
的
に
担
う
装
置
と
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
て

い
る
。
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菅
は
、
戦
時
体
制
下
に
お
け
る
神
社
を
、〈
支
配
民
族
〉
と

〈
被
支
配
民
族
〉
と
い
う
、
む
き
出
し
の
権
力
関
係
の
舞
台
背
景

（

）

に
後
退
し
て
行
っ
た
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
そ
れ
は
結
局
、

神
社
関
係
者
を
〈
支
配
民
族
〉
の
側
か
ら
切
り
離
す
こ
と
で
「
第

三
者
的
立
場
」
に
あ
っ
た
と
す
る
評
価
で
あ
り
、
戦
時
体
制
に
お

い
て
神
社
が
果
た
し
た
役
割
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ

て
い
る
。

菅
は
「
祭
神
」
の
性
格
分
析
を
通
じ
て
「
帝
国
日
本
」
に
お
け

る
〈
中
心
〉
と
〈
周
辺
〉
の
位
相
の
変
化
が
戦
時
体
制
へ
の
転
換

に
伴
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
時
期
区
分
と
し
て
い
る
。
そ

の
位
相
の
変
化
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
〈
周
辺
〉
へ
の
「
皇
祖
神
」

祭
祀
の
広
が
り
に
あ
り
、
戦
時
体
制
期
に
は
そ
の
広
が
り
が
〈
中

心
〉
と
〈
周
辺
〉
の
「
皇
祖
神
」
信
仰
の
一
体
化
を
も
た
ら
し
た

と
す
る
。
つ
ま
り
は
戦
時
体
制
以
前
は
「
民
族
の
祖
」
天
照
大
神

と
し
て
の
「
皇
祖
神
」
や
信
仰
面
か
ら
地
域
の
土
着
性
を
体
現
す

る
「
国
魂
大
神
」
や
檀
君
と
の
同
神
論
の
あ
っ
た
「
素
戔
鳴
尊
」

な
ど
の
「
祭
神
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
多
様
な
信
仰
面
で
の
担

保
が
存
在
し
た
と
い
う
。
朝
鮮
神
宮
に
つ
い
て
は
、
近
代
的
「
帝

国
」
の
祖＝

明
治
天
皇
を
祀
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
例
外
的
な
神
社

で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
が
戦
時
体
制
下
に
は
「
皇
祖
神＝

天

皇
」
と
い
う
一
本
の
軸
に
「
皇
祖
神
」
解
釈
が
単
純
化
さ
れ
、
こ

れ
ま
で
の
伝
統
的
な
信
仰
と
神
話
解
釈
が
否
定
さ
れ
る
神
道
思
想

の
再
編
が
な
さ
れ
た
と
す
る
。
や
や
簡
略
化
し
す
ぎ
た
嫌
い
も
あ

る
が
、
こ
れ
が
菅
の
い
う
「
祭
神
」
の
性
格
分
析
か
ら
み
る
「
帝

国
」
の
位
相
の
変
化
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
は
、
第
一
に
「
例
外
」
と
さ
れ
て
い
る
朝
鮮
神

宮
の
例
を
戦
時
体
制
以
前
に
ど
う
位
置
づ
け
る
の
か
と
い
う
疑
問

が
生
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
九
二
〇
年
代
以
降
の
神
社
政
策
の
な

か
に
、「
例
外
」
と
さ
れ
る
朝
鮮
神
宮
と
そ
の
他
の
神
社
と
の
関

係
の
あ
り
方
を
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
菅
の
と

っ
た
「
祭
神
」
の
性
格
分
析
か
ら
は
一
九
三
〇
年
代
を
画
期
と
す

る
「
大
日
本
帝
国
」
の
変
容
が
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
菅
は
台

湾
に
つ
い
て
も
研
究
対
象
に
し
て
い
る
の
で
、
こ
う
し
た
結
論
が

導
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
神
社
政
策
の

位
置
づ
け
の
転
換
に
つ
い
て
は
筆
者
も
同
意
見
で
あ
る
。
し
か

し
、
朝
鮮
支
配
と
の
関
係
を
重
視
し
て
ゆ
け
ば
、
時
期
区
分
が
一

九
三
〇
年
代
以
前
と
以
後
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
簡
略
す
ぎ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
菅
の
研
究
で
は
直
接
の
課
題
で
は
な
い
が
、
朝
鮮
民
衆

の
神
社
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
朝
鮮
人
一
般
は
、
極
め
て
難
解
な
神
社
祭
祀
自
体
の
意

味
を
理
解
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
神
社
参
拝
が
朝

─ ９ ─



鮮
民
衆
全
体
に
強
要
さ
れ
る
に
到
る
戦
時
体
制
期
に
お
い
て
も
本

来
の
神
社
祭
祀
の
持
つ
「
宗
教
性
」
で
あ
っ
た
「
敬
神
崇
祖
」
や

「
報
本
反
始
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
か

っ
た
。
そ
れ
故
、「
神
社
参
拝
」
は
日
本
の
支
配
に
「
従
順
」
の

意
を
示
す
行
為
と
い
う
意
味
合
い
で
し
か
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
朝
鮮
に
お
け
る
神
社
・
神
祠
の
ほ
と
ん
ど

は
祭
神
と
し
て
「
天
照
大
神
」
を
祀
っ
て
い
た
が
、
朝
鮮
民
衆
一

般
に
と
っ
て
は
、
祭
神
が
「
天
照
大
神
」
で
あ
れ
、「
国
魂
大
神
」

や
「
素
戔
鳴
尊
」
で
あ
れ
、
日
本
の
支
配
に
「
従
順
」
を
求
め
ら

れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
関
係
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
祭
神
」
分
析
と
は
、
菅
の
分
析
の
通
り
、
日
本
の
植
民
地
支
配

に
対
す
る
総
督
府
や
神
社
関
係
者
の
認
識
（
つ
ま
り
は
近
代
日
本

の
「
外
地
」
認
識
）
を
推
し
量
る
上
で
意
味
の
あ
る
こ
と
な
の
で

あ
ろ
う
。

最
近
の
菅
の
成
果
に
お
い
て
は
、
海
外
神
社
の
祭
神
に
よ
る

「
大
日
本
帝
国
」
全
域
の
地
域
秩
序
の
編
成
の
「
カ
タ
チ
」
を
提

（

）

起
し
て
い
る
。

但
し
、
朝
鮮
の
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
「
国
魂
大
神
」
や
「
素

戔
鳴
尊
」
と
い
っ
た
祭
神
と
、
実
際
の
朝
鮮
社
会
と
の
関
わ
り
で

ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
る
必
要

は
あ
ろ
う
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
既
述
し
た
青
野
正
明
の
研
究

（
ｂ
）
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）「
帝
国
史
」
研
究
の
登
場
│
「
植
民
地
帝
国
」
の
特
徴
の
抽

出
│

第
五
に
、
日
本
の
植
民
地
体
制
を
「
植
民
地
帝
国
」
の
特
徴
と

し
て
抽
出
し
よ
う
と
い
う
「
帝
国
史
」
研
究
と
し
て
方
法
論
が
提

起
さ
れ
る
に
至
る
。
そ
の
特
色
は
、
①
複
数
の
植
民
地
・
占
領
地

と
日
本
本
国
と
の
構
造
的
連
関
を
横
断
的
に
捉
え
る
志
向
、
②
植

民
地
の
状
況
が
本
国
に
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
の
解
明
、
③
政
治
史

・
文
化
史
の
重
視
、
④
「
日
本
人
」、「
日
本
語
」、「
日
本
文
化
」

形
成
と
変
容
の
過
程
と
い
っ
た
四
点
に
注
目
し
、
植
民
地
政
策
の

は
ら
む
内
部
矛
盾
や
、
支
配
者
と
被
支
配
者
と
の
接
触
面
に
生
ず

（

）

る
諸
問
題
を
立
体
的
に
解
明
す
る
傾
向
に
あ
る
と
さ
れ
た
。
さ
ら

に
「
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
ル
論
」「
植
民
地
主
義
批
判
」
と
い
っ

た
現
代
思
想
と
も
親
和
性
を
持
ち
な
が
ら
、
一
九
九
〇
年
代
後
半

以
降
今
日
に
至
る
ま
で
、
政
治
史
や
文
化
・
思
想
史
な
ど
の
分
野

（

）

で
成
果
を
生
み
だ
し
て
い
っ
た
。

（

）

駒
込
武
の
研
究
は
、
台
湾
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
長
老
派
系
の

中
学
校
に
お
け
る
神
社
参
拝
強
要
を
素
材
に
し
て
、
日
本
の
「
創

り
出
さ
れ
た
伝
統
」
と
し
て
の
「
神
社
参
拝
」
が
、「
強
制
」
の

形
で
暴
力
性
を
帯
び
て
「
他
者
」
と
し
て
の
台
湾
人
に
迫
っ
て
い
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く
こ
と
を
「
生
活
の
中
の
植
民
地
主
義
」
を
考
え
る
上
で
の
問
題

と
し
て
提
起
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
視
角
は
、
実
は
従
来
の
研
究

動
向
が
も
っ
た
帝
国
主
義
の
政
治
的
特
徴
と
し
て
の
他
民
族
抑
圧

と
い
う
問
題
意
識
に
近
く
、
植
民
地
主
義
の
暴
力
性
を
「
帝
国
」

の
特
徴
と
し
て
抽
出
す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
帝
国
日
本
」
の
特
徴

を
抽
出
す
る
方
法
論
は
、
従
来
の
研
究
が
必
ず
し
も
充
分
に
明
ら

か
に
し
え
て
こ
な
か
っ
た
政
治
・
文
化
・
思
想
と
い
っ
た
側
面
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
上
で
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と

は
、
む
し
ろ
従
来
の
研
究
成
果
と
相
互
補
完
的
な
役
割
を
果
た
し

つ
つ
、「
帝
国
日
本
」
の
植
民
地
支
配
の
歴
史
像
を
一
層
豊
か
に

し
て
い
る
こ
と
に
、
こ
う
し
た
新
し
い
研
究
動
向
の
有
効
性
を
見

て
取
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

な
お
、
駒
込
武
の
台
湾
を
対
象
に
し
た
最
近
の
成
果
で
は
、

「
帝
国
主
義
研
究
と
し
て
総
称
す
べ
き
研
究
動
向
と
、
帝
国
史
研

究
と
し
て
総
称
す
べ
き
研
究
動
向
の
あ
い
だ
に
立
ち
な
が
ら
、
台

湾
人
を
主
体
と
す
る
、
台
湾
近
現
代
史
に
接�

続�

で
き
る
よ
う
な
研

（

）

究
を
め
ざ
」
す
と
し
て
お
り
、「
帝
国
史
」
研
究
か
ら
、
帝
国
主

義
研
究
と
「
帝
国
史
」
研
究
の
「
あ
い
だ
」
に
立
つ
ス
タ
ン
ス
が

示
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）
神
社
政
策
史
研
究
の
再
検
討

山
口
公
一
は
、
上
記
の
五
つ
の
特
徴
を
整
理
し
た
上
で
、
①

「
統
合
」
と
い
う
視
角
の
導
入
に
よ
る
神
社
政
策
の
展
開
の
把
握
、

②
総
督
府
の
重
要
政
策
課
題
と
の
関
連
性
を
重
視
す
る
こ
と
、
朝

鮮
民
衆
の
「
心
性
」
の
理
解
の
必
要
性
、
④
神
社
政
策
が
促
し
た

地
域
社
会
の
支
配
構
造
の
再
編
成
と
い
っ
た
四
つ
の
視
角
か
ら
、

二
〇
〇
〇
年
代
中
半
ま
で
の
神
社
政
策
研
究
が
見
落
と
し
て
い
た

視
点
や
再
検
討
を
迫
る
課
題
を
提
起
し
、
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け

（

）

る
神
社
政
策
の
展
開
と
朝
鮮
社
会
と
の
葛
藤
を
明
ら
か
に
し
た
。

一
九
九
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
研
究
動
向
の
多
様
化
に
見
ら
れ

る
五
つ
の
特
徴
│
す
な
わ
ち
、（
１
）「
支
配
と
抵
抗
」
の
方
法
的

深
化
、（
２
）
植
民
地
権
力
の
地
域
支
配
の
再
編
成
と
神
社
、

（
３
）
朝
鮮
民
衆
の
「
心
性
」
理
解
の
必
要
性
、（
４
）「
祭
神
」

の
性
格
分
析
の
深
化
と
そ
の
問
題
点
、（
５
）「
帝
国
史
」
研
究
の

登
場
│
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
問
題
関
心
に
立
脚
し
な
が
ら
、
主

に
一
九
九
〇
年
代
以
前
の
神
社
政
策
史
研
究
が
見
落
と
し
て
い
た

（

）

視
点
や
再
検
討
を
迫
る
課
題
を
提
起
し
た
。

「
は
じ
め
に
」
で
も
言
及
し
た
が
、
再
度
問
題
点
を
挙
げ
た
上

で
、
そ
の
成
果
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
第
一
の
問
題
点
は
、

「
国
家
神
道
」
の
移
植
を
前
提
に
し
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一

九
三
〇
年
代
以
前
の
朝
鮮
の
神
社
の
意
味
を
神
社
参
拝
強
制
政
策
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の
前
史
と
し
て
し
か
位
置
づ
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た

（

）
が
、
こ
の
点
を
克
服
す
る
た
め
に
、
山
口
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
固

有
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
朝
鮮
統
治
と
の
関
わ
り
を

追
究
し
た
神
社
政
策
の
時
期
区
分
を
重
視
し
た
。

第
二
の
問
題
点
は
、
神
社
政
策
の
意
味
を
専
ら
朝
鮮
民
衆
に
対

す
る
思
想
・
信
教
の
自
由
を
抑
圧
す
る
帝
国
主
義
支
配
の
特
徴
と

し
て
把
握
し
て
き
た
こ
と
で
、
日
本
の
朝
鮮
支
配
を
め
ぐ
る
世
界

史
的
環
境
（
対
外
状
況
）
や
日
本
国
内
に
お
け
る
政
治
状
況
と
の

関
わ
り
の
な
か
で
、
朝
鮮
の
位
置
を
捉
え
て
い
く
視
点
が
充
分
で

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
時
期
毎
の
朝
鮮
統
治

に
お
け
る
優
先
課
題
と
な
っ
た
政
策
な
ど
と
の
関
わ
り
に
よ
っ

て
、
総
督
府
部
局
内
の
神
社
政
策
へ
の
認
識
の
軽
重
が
生
ま
れ
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
神
社
政
策
の
位
置
づ
け
が
変
容
し
て
い
く
側

面
な
ど
も
充
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
山
口
は
、
そ
う
し

た
点
を
克
服
す
る
た
め
に
、「
神
社
非
宗
教
」
論
の
朝
鮮
統
治
へ

（

）

の
影
響
を
論
じ
た
。
ま
た
、
一
九
三
〇
年
代
以
降
の
神
社
参
拝
強

要
が
も
っ
た
戦
時
動
員
政
策
と
し
て
の
一
側
面
を
実
証
的
に
捉
え

（

）

た
も
の
で
あ
っ
た
。

第
三
の
問
題
点
は
、
朝
鮮
民
衆
の
神
社
参
拝
強
要
へ
の
対
応
が

民
族
独
立
運
動
に
一
元
化
さ
れ
て
し
ま
い
、
二
項
対
立
的
構
図
に

還
元
さ
れ
て
、
そ
の
多
様
な
対
応
の
あ
り
方
が
見
え
て
こ
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
戦
時
期
に
お
け
る
朝
鮮
の
帝
国
日
本
に
お

け
る
総
力
戦
体
制
に
お
け
る
位
置
づ
け
と
の
関
わ
り
で
言
え
ば
、

こ
の
時
期
の
朝
鮮
民
衆
の
神
社
参
拝
強
要
へ
の
対
応
の
諸
相
を
そ

の
「
心
性
」
に
則
し
て
見
直
し
た
。
ま
た
、「
支
配
と
抵
抗
」
の

単
純
な
二
項
対
立
の
構
図
の
下
で
、
神
社
政
策
が
も
た
ら
し
た
社

会
変
容
が
見
落
と
さ
れ
て
き
た
嫌
い
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
神

社
の
存
在
が
「
地
域
統
合
」
あ
る
い
は
「
地
域
支
配
」
と
の
関
わ

り
か
ら
検
討
さ
れ
る
必
要
に
言
及
し
、
一
九
二
〇
年
代
に
お
け
る

（

）

京
城
の
都
市
形
成
と
京
城
神
社
と
の
関
わ
り
を
検
討
し
た
。

以
上
の
三
つ
の
問
題
点
は
、
神
社
の
も
つ
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
の
注
入
と
い
っ
た
枠
組
や
視
角
、
そ
し
て
、
そ
の
注
入
が
神
社

参
拝
の
強
要
を
媒
介
と
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
総
督
府
の
神
社

政
策
の
具
体
的
展
開
過
程
の
見
直
し
を
要
請
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
山
口
論
文
で
は
、
帝
国
日
本
の
朝
鮮
に
お
け
る
神
社
政
策
の

展
開
を
、
朝
鮮
社
会
や
朝
鮮
民
衆
の
対
応
と
の
相
互
作
用
を
踏
ま

え
、
朝
鮮
植
民
地
支
配
政
策
の
一
環
と
し
て
、
対
外
環
境
を
含

め
、
朝
鮮
に
お
け
る
「
国
民
統
合
」
の
歴
史
過
程
に
位
置
づ
け

た
。そ

れ
は
同
時
に
、
元
来
、
日
本
人
居
留
民
社
会
に
お
け
る
信
仰

に
立
脚
し
て
い
た
神
社
神
道
が
な
ぜ
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
政
策

上
、
重
要
視
さ
れ
る
に
至
り
、
な
ぜ
朝
鮮
民
衆
へ
の
神
社
参
拝
強
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要
と
い
っ
た
問
題
を
引
き
起
こ
す
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
朝
鮮
の

神
社
の
役
割
の
歴
史
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。

（
７
）
非
文
字
資
料
研
究
と
し
て
の
海
外
神
社
研
究
の
進
展

最
後
に
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
海
外
神
社
研
究
の
大
き
な
成
果
と

し
て
、
非
文
字
資
料
に
よ
る
海
外
神
社
跡
地
や
当
時
の
写
真
・
資

料
な
ど
の
発
掘
調
査
が
進
ん
で
、
そ
の
成
果
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
で
の
公
開
が
進
ん
だ
こ
と
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
こ
う
し
た
研
究

を
担
っ
た
の
は
、
中
島
三
千
男
ら
に
よ
る
神
奈
川
大
学
の
二
一
世

紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
人
類
文
化
研
究
の
た
め
の
非
文
字
資

料
の
体
系
化
」
で
あ
っ
た
。「
海
外
神
社
（
跡
地
）
に
関
す
る
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
」
や
多
数
の
調
査
・
研
究
成
果
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
四
月
に
は
、
神
奈
川
大
学

非
文
字
資
料
研
究
セ
ン
タ
ー
に
継
承
・
発
展
さ
れ
、
現
在
ま
で
継

（

）

続
し
て
、
海
外
神
社
研
究
の
進
展
を
み
て
い
る
。
こ
う
し
た
成
果

に
よ
っ
て
、
非
文
字
資
料
だ
け
で
な
く
、
基
本
的
な
海
外
神
社
の

史
資
料
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
時
期
に
お

け
る
特
筆
す
べ
き
出
来
事
で
あ
っ
た
。

以
上
、
二
〇
〇
〇
年
代
中
半
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

植
民
地
期
朝
鮮
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
神
社
政
策
史
研
究
の
諸
成

果
は
、
一
九
九
〇
年
代
前
半
ま
で
の
研
究
状
況
を
克
服
す
る
た
め

に
、
一
九
九
〇
年
代
中
半
か
ら
の
約
一
〇
年
間
の
あ
い
だ
に
新
た

に
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
影
響
を
与
え
合
っ

て
、
こ
の
時
期
の
研
究
の
進
展
を
も
た
ら
せ
た
と
い
っ
て
い
い
だ

ろ
う
。二

、
二
〇
一
〇
年
代
以
降
の
研
究
の
新
展
開

（
１
）
神
社
政
策
史
研
究
の
新
展
開

二
〇
一
〇
年
代
に
入
る
と
、
二
〇
〇
〇
年
代
ま
で
の
研
究
成
果

を
充
分
に
検
討
し
、
批
判
的
に
継
承
し
た
博
士
論
文
が
次
々
と
発

表
さ
れ
、
そ
れ
を
元
に
加
筆
修
正
が
施
さ
れ
て
毎
年
の
よ
う
に
出

版
さ
れ
た
。
植
民
地
期
朝
鮮
に
限
定
し
て
も
、
そ
の
研
究
の
深
化

は
著
し
い
も
の
が
あ
り
、
神
社
政
策
史
研
究
は
新
し
い
展
開
を
迎

え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（

）

そ
の
成
果
の
第
一
は
、
樋
浦
郷
子
の
研
究
で
あ
る
。
植
民
地
期

朝
鮮
に
お
け
る
神
社
史
研
究
と
教
育
史
研
究
を
架
橋
し
、
正
面
か

ら
そ
の
実
相
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
、
当
該
分
野
に
お
け
る
研

究
を
大
き
く
進
展
さ
せ
た
成
果
と
評
価
出
来
よ
う
。
樋
浦
は
、
神

社
・
学
校
・
植
民
地
に
お
け
る
重
層
的
な
権
力
の
主
体
（
神
職
・

教
員
・
官
僚
・
軍
人
な
ど
）
が
相
互
に
ど
の
よ
う
な
関
係
を
有
し

た
の
か
否
か
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
そ
の
矛
盾
や
葛
藤
に
焦
点

を
あ
て
て
、
教
育
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
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際
、
学
校
に
お
け
る
教
育
勅
語
や
「
御
真
影
」、
あ
る
い
は
、
神

社
に
お
け
る
「
国
家
ノ
宗
祀
」
論
・「
神
社
非
宗
教
」
論
、
神
社

参
拝
と
い
っ
た
「
小
道
具
」
の
機
能
に
着
眼
し
、
こ
れ
ま
で
「
皇

民
化
政
策
」
と
い
っ
た
概
念
で
概
括
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
教
育
の

実
態
や
神
社
参
拝
の
意
味
を
問
い
直
そ
う
と
し
た
。

そ
の
成
果
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
学
校
と
神
社
の

関
わ
り
か
ら
朝
鮮
人
児
童
を
取
り
巻
く
さ
ま
ざ
ま
な
抑
圧
環
境
を

可
視
化
し
た
点
で
あ
る
。
朝
鮮
に
お
け
る
神
社
に
関
す
る
研
究
に

お
い
て
、
初
め
て
学
校
と
神
社
の
関
わ
り
を
正
面
か
ら
通
時
的
に

扱
っ
た
研
究
と
し
て
評
価
で
き
る
。
そ
の
際
、
さ
ま
ざ
ま
な
道
具

立
て
（
神
社
参
拝
、
神
宮
大
麻
、
御
真
影
、
教
育
勅
語
、「
皇
国

臣
民
誓
詞
」
な
ど
）、
モ
ノ
と
空
間
、
学
校
と
の
関
係
で
見
た
神

社
参
拝
の
意
味
を
朝
鮮
人
児
童
へ
の
強
要
と
そ
の
段
階
的
特
徴
と

し
て
把
握
し
た
点
、
さ
ら
に
は
、
朝
鮮
支
配
の
し
わ
寄
せ
を
最
も

受
け
た
存
在
と
し
て
児
童
（
子
ど
も
）
を
位
置
づ
け
た
こ
と
、
そ

し
て
、
児
童
を
圧
迫
し
た
神
社
・
学
校
の
相
互
依
存
か
ら
見
る
支

配
構
造
と
そ
の
瓦
解
を
論
じ
る
な
ど
、
神
社
と
児
童
と
い
っ
た
単

線
的
な
把
握
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
多
様
な
分
析
視
角
を
用
い
て
い

る
点
に
あ
る
。

第
二
に
、
神
職
・
総
督
府
官
僚
・
校
長
な
ど
と
い
っ
た
神
社
参

拝
を
促
す
側
の
関
係
性
を
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
高

松
・
阿
知
和
と
い
っ
た
朝
鮮
神
宮
宮
司
の
思
想
分
析
、
神
職
の
異

動
と
神
社
政
策
の
関
係
／
総
督
府
官
僚
の
経
歴
と
神
社
政
策
の
関

係
、
朝
鮮
神
宮
（
神
職
）、
学
校
、
行
政
当
局
の
複
雑
な
関
係
性
、

崇
敬
と
信
仰
／「
神
社
非
宗
教
」
論
と
「
神
秘
（
宗
教
性
）」・「
国

教
」／「
学
校
マ
ツ
リ
」（
学
校
儀
式
）
と
「
ム
ラ
マ
ツ
リ
」（
神
社

祭
祀
）
な
ど
を
め
ぐ
る
認
識
の
違
い
（
温
度
差
）
な
ど
、
詳
細
か

つ
丁
寧
に
追
う
こ
と
で
、
児
童
の
神
社
参
拝
を
め
ぐ
る
植
民
地
権

力
の
重
層
性
を
明
ら
か
に
し
た
。

ま
た
、
朝
鮮
支
配
を
め
ぐ
る
重
層
的
な
権
力
の
力
関
係
で
生
じ

る
葛
藤
や
矛
盾
を
踏
ま
え
た
「
神
社
と
学
校
」（
朝
鮮
人
児
童
が

置
か
れ
た
状
況
）
の
変
遷
を
丁
寧
に
描
い
た
。
そ
の
こ
と
は
「
公

立
」
と
い
う
こ
と
で
権
力
が
及
ぶ
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
こ
れ
ま
で

等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
「
公
立
普
通
学
校
」
と
「
神
社
」
と
の
相

互
依
存
の
具
体
相
を
明
ら
か
に
し
た
。

第
三
に
、
地
域
社
会
に
お
け
る
神
社
と
学
校
の
関
係
性
の
実
相

を
具
体
的
な
地
域
を
設
定
し
て
実
証
分
析
し
た
点
で
あ
る
。
朝
鮮

神
宮
・
京
城
神
社
な
ど
の
神
社
と
「
京
城
」
府
内
の
学
校
、
大
邱

・
仁
川
な
ど
の
神
社
で
の
事
例
、
神
祠
設
置
状
況
の
分
析
、
地
域

有
力
者
の
位
置
づ
け
な
ど
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
地
域
社
会
を

ベ
ー
ス
に
し
て
確
実
に
進
展
さ
せ
て
い
る
。
樋
浦
の
研
究
に
お
け

（

）

る
最
大
の
成
果
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。
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（

）

そ
の
成
果
の
第
二
は
、
青
野
正
明
の
研
究
（
ｃ
）
で
あ
る
。
青

野
は
、
総
督
府
の
神
社
政
策
の
分
析
を
通
じ
て
、
植
民
地
朝
鮮
に

お
け
る
神
社
神
道
の
変
容
を
帝
国
史
的
な
視
野
で
捉
え
る
こ
と
を

課
題
と
し
、
植
民
地
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
国
民
主
義
）

を
単
一
民
族
主
義
に
限
定
し
な
い
で
、
多
民
族
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
も
考
察
の
対
象
と
し
た
。
他
民
族
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に

立
脚
し
た
国
家
神
道
を
「
帝
国
神
道
」
と
定
義
づ
け
、
そ
の
展
開

を
植
民
地
朝
鮮
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
明
ら
か
に
し
た
。

（

）

青
野
は
、
磯
前
順
一
ら
の
研
究
を
「
帝
国
宗
教
」
論
の
構
想
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ン
ド
と
し
つ
つ
、「
帝
国
宗
教
」
成
立
の
論
理
を
抽

（

）

出
し
、
さ
ら
に
そ
の
論
理
の
実
体
化
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
の
成
果
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
こ
れ
ま
で
国
家

神
道
の
植
民
地
へ
の
移
植
と
把
握
さ
れ
て
い
た
神
社
政
策
の
植
民

地
で
の
展
開
を
「
他
民
族
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
立
脚
し
た
国

家
神
道
」、
す
な
わ
ち
「
帝
国
神
道
」
の
成
立
と
位
置
づ
け
た
こ

と
で
あ
る
。
史
料
的
に
は
、
総
督
府
嘱
託
で
あ
っ
た
小
山
文
雄
の

（

）

著
書
で
示
さ
れ
た
「
臣
民
」
概
念
を
採
用
し
て
、「
単
一
民
族
」

と
し
て
の
「
国
民
」
で
は
な
く
、「
東
亜
民
族
と
し
て
の
国
民
」

を
対
象
と
す
る
国
家
神
道
、
す
な
わ
ち
、「
帝
国
神
道
」
が
成
立

す
る
論
理
の
成
立
と
展
開
を
一
九
三
〇
年
代
の
朝
鮮
を
フ
ィ
ー
ル

ド
と
し
て
提
起
し
た
。

第
二
に
、
従
来
の
「
神
道
非
宗
教
論
」
を
腑
分
け
し
て
、
神
社

神
道
の
宗
教
性
（
そ
の
一
つ
は
祭
神
の
性
格
と
そ
の
変
容
）
に
も

と
づ
く
言
説
を
「
積
極
的
神
社
非
宗
教
論
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と

で
、
神
社
神
道
の
宗
教
性
と
道
徳
性
と
の
境
界
線
の
揺
れ
具
合
い

を
跡
づ
け
、
狭
義
と
し
て
の
神
社
神
道
の
宗
教
性
の
部
分
の
政
策

展
開
と
「
実
体
化
」
を
徹
底
し
て
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。

第
三
に
、
北
海
道
に
お
け
る
「
無
願
神
祠
」
と
朝
鮮
に
お
け
る

非
公
認
「
神
祠
」
を
同
じ
も
の
と
推
測
し
、
在
来
の
「
洞
祭
」
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
朝
鮮
社
会
に
お
け
る
「
固
有
信
仰
」
の
自
立
性

を
見
い
だ
す
可
能
性
を
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
朝

鮮
の
「
固
有
信
仰
」
を
包
含
す
る
「
帝
国
神
道
」
の
「
実
体
」
を

一
九
三
〇
年
代
以
降
の
朝
鮮
社
会
の
な
か
で
見
い
だ
し
た
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

あ
え
て
指
摘
し
た
い
点
に
言
及
す
れ
ば
、
日
中
戦
争
の
全
面
的

な
展
開
に
と
も
な
う
神
社
政
策
の
重
点
の
変
化
の
な
か
で
、「
洞

（

）

祭
」
と
い
う
「
固
有
信
仰
」
は
、
ほ
ぼ
摩
擦
な
く
、「
帝
国
神
道
」

に
包
摂
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
論
理
の
「
実
体
化
」

は
極
め
て
静
的
な
印
象
で
あ
り
、
本
書
で
は
対
象
と
し
て
い
な
い

「
道
徳
性
」
の
「
実
体
化
」（
神
社
参
拝
の
強
要
な
ど
）
に
伴
う
朝

鮮
社
会
に
お
け
る
摩
擦
と
葛
藤
と
合
わ
せ
て
、
広
義
の
「
帝
国
神

道
」
の
展
開
が
論
じ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
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こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
広
義
の
「
帝
国
神
道
」
が
、
帝
国
史
的
に

ど
の
よ
う
に
成
立
し
、
展
開
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
だ
け
で

な
く
、
他
の
植
民
地
に
お
け
る
展
開
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、「
帝
国
神
道
」
と
い
う
宗
教
概
念
が
提
起
さ

れ
た
こ
と
自
体
が
、
神
社
政
策
史
研
究
の
今
後
の
進
展
に
お
い

て
、
非
常
に
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
そ
う

し
た
枠
組
み
で
の
捉
え
返
し
が
模
索
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

な
お
、
青
野
は
、
戦
時
期
朝
鮮
に
お
け
る
神
職
の
人
事
や
俸
給

な
ど
の
法
令
整
備
を
通
じ
て
、
朝
鮮
の
神
職
の
任
用
に
つ
い
て
明

ら
か
に
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
部
分
を
基

（

）

礎
的
に
跡
づ
け
た
点
で
重
要
な
成
果
と
言
え
よ
う
。

そ
の
成
果
の
第
三
は
、
植
民
地
神
社
と
都
市
の
形
成
と
い
う
視

角
の
深
化
に
よ
り
、
多
く
の
研
究
成
果
が
集
積
さ
れ
た
こ
と
で
あ

る
。
金
大
鎬
は
、
一
九
一
〇
〜
三
〇
年
代
の
京
城
神
社
と
地
域
社

会
の
関
係
を
「
植
民
地
的
近
代
」
と
い
う
分
析
概
念
を
用
い
て
論

（

）

じ
た
。
ム
ン
へ
ジ
ン
も
京
城
神
社
を
事
例
に
、
植
民
地
期
京
城
に

お
け
る
祭
神
・
神
社
祭
事
の
時
期
的
性
格
の
分
析
や
朝
鮮
人
の
反

（

）

（

）

応
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。
ト
ッ
ド
・
ヘ
ン
リ
ー
に
よ
る
研
究

は
、
ソ
ウ
ル
（
京
城
）
に
お
け
る
都
市
公
共
空
間
へ
の
介
入
に
よ

り
、
朝
鮮
人
の
「
同
化
」
が
進
ん
だ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

が
、
そ
こ
で
は
、
南
山
に
お
け
る
京
城
神
社
と
朝
鮮
神
宮
に
よ
る

（

）

「
精
神
的
同
化
」
の
展
開
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ビ
オ
ン
テ
ィ
ノ

・
ユ
リ
ア
ン
は
、
南
山
と
い
う
限
定
さ
れ
た
地
域
に
お
け
る
空
間

的
変
容
を
、
そ
こ
に
建
立
さ
れ
た
神
社
並
び
に
寺
社
及
び
そ
の
儀

礼
・
行
事
な
ど
の
変
遷
を
詳
細
に
追
う
こ
と
で
明
ら
か
に
し
、
朝

鮮
総
督
府
が
神
社
や
寺
社
及
び
そ
の
儀
礼
等
を
通
じ
て
、
朝
鮮
人

（

）

の
包
摂
を
企
図
し
た
実
態
に
迫
っ
た
。

こ
う
し
た
成
果
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代

（

）

中
半
ま
で
の
研
究
成
果
と
そ
の
課
題
を
踏
ま
え
た
上
で
、
具
体
的

な
都
市
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
定
め
、
そ
の
地
域
の
空
間
的
変
容
と
関

連
さ
せ
て
、
総
督
府
の
神
社
政
策
を
論
じ
、
地
域
空
間
に
則
し
た

よ
り
詳
細
な
神
社
政
策
の
実
態
に
迫
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と

評
価
で
き
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
見
ら
れ
る
地
域
変
容
を
把
握
す
る
際

の
空
間
概
念
へ
の
言
及
は
、
植
民
地
に
お
け
る
「
近
代
化
」
な
い

し
は
、「
近
代
性
」
と
は
何
か
、
そ
し
て
、
植
民
地
主
義
批
判
、

（

）

加
え
て
、
国
民
国
家
批
判
論
か
ら
展
開
し
た
「
記
憶
」
論
と
い
っ

た
、
二
〇
〇
〇
年
代
初
か
ら
徐
々
に
、
日
韓
の
歴
史
学
界
で
顕
著

（

）

と
な
っ
た
問
題
関
心
に
多
分
に
影
響
を
受
け
て
作
ら
れ
て
き
た
も

の
と
言
え
よ
う
。

な
お
、「
帝
国
史
」
と
し
て
宗
教
を
論
じ
る
試
み
が
磯
前
順
一
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（

）

・
尹
海
東
ら
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
が
、
こ
の
成
果
は
、「
植
民

地
近
代
性
」
論
や
次
に
述
べ
る
「
公
共
性
」
論
を
理
論
的
背
景
に

も
つ
成
果
で
あ
り
、
広
範
な
論
点
提
起
や
こ
れ
ま
で
把
握
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
視
角
・
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

（
２
）「
公
共
性
」
と
植
民
地
神
社

一
方
で
、
二
〇
一
〇
年
代
に
な
っ
て
近
年
、
日
本
の
宗
教
学
研

究
の
分
野
か
ら
「
公
共
性
」
と
宗
教
と
い
う
テ
ー
マ
が
盛
ん
に
提

起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
「
公
共
性
」
論
の

影
響
を
多
分
に
受
け
た
磯
前
順
一
ら
に
よ
る
「
公
共
宗
教
」
論
の

（

）

提
起
で
あ
る
。

「
公
共
性
」
に
つ
い
て
は
、
植
民
地
期
の
朝
鮮
を
ど
う
位
置
づ

け
る
か
と
い
う
議
論
と
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
代
、
尹
海
東
や
宮
嶋

博
史
ら
が
「
植
民
地
近
代
性
」
論
を
提
起
し
て
、
歴
史
学
や
韓
国

（

）

朝
鮮
史
の
分
野
で
も
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
こ
う
し
た
議
論
も
含
め

て
、
近
年
、
植
民
地
朝
鮮
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
宗
教
に
関
わ
る
「
公

共
性
」
に
つ
い
て
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
植
民
地
近
代
性
」

論
、
植
民
地
に
お
け
る
「
公
共
性
」
論
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
論
点
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
先
に
挙
げ
た
成
果
に
委

ね
る
と
し
て
、
宗
教
に
つ
い
て
、
特
に
論
点
と
さ
れ
て
い
る
の

は
、「
排
除
す
る
公
共
性
」
な
い
し
は
「
公
共
性
」
に
お
け
る

（

）

「
排
除
」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
論
点
を
基
に
、
青
野
正
明

は
、
植
民
地
朝
鮮
の
「
宗
教
的
な
法
的
秩
序
の
内
と
外
」
に
つ
い

（

）

て
再
構
成
し
た
。
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
る
の
は
、「
排
除
す
る
公
共

性
」
と
し
て
の
法
的
秩
序
と
し
て
の
宗
教
的
枠
組
の
か
た
ち
に
つ

い
て
で
あ
る
。
特
に
「
類
似
宗
教
（
結
社
が
許
さ
れ
た
非
公
認
宗

教
団
体
）」
や
一
部
の
「
無
願
神
祠
（
非
公
認
神
社
）」
や
在
来

「
洞
祭
（
従
来
の
村
祭
り
）」
は
。
朝
鮮
総
督
府
の
宗
教
行
政
や
神

社
行
政
に
よ
る
包
摂
の
対
象
と
し
て
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認

（

）

し
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
、
朝
鮮
に
お
け
る
民
間
信
仰
な
い
し
は

（

）

巫
俗
等
と
関
わ
っ
て
「
う
ぶ
な
信
仰
」
と
の
あ
い
だ
及
ぼ
し
た
で

あ
ろ
う
摩
擦
や
葛
藤
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る

い
は
摩
擦
や
葛
藤
は
生
じ
な
か
っ
た
の
か
を
検
証
す
る
必
要
性
を

今
後
の
課
題
と
し
て
残
し
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

（

）

例
え
ば
、
青
野
の
成
果
で
は
、
総
督
府
な
ど
の
行
政
側
の
論
理

に
よ
る
朝
鮮
社
会
へ
の
「
帝
国
神
道
」
の
浸
透
に
つ
い
て
は
非
常

に
実
証
的
に
論
を
運
ん
で
い
る
が
、「
国
家
神
道
論
理
の
実
体
化
」

が
朝
鮮
社
会
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
進
ん
だ
か
に
つ
い
て
、
私

の
印
象
で
は
、
極
め
て
静
的
に
、
葛
藤
無
く
進
ん
だ
も
の
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
と
感
じ
た
。
こ
の
点
は
、
宗
教
性
と
道
徳
性
を
切

り
離
し
て
論
じ
る
と
す
る
青
野
と
、
宗
教
性
と
道
徳
性
を
リ
ン
ク

さ
せ
て
論
じ
た
樋
浦
郷
子
に
よ
る
朝
鮮
在
地
社
会
に
お
け
る
「
国
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（

）

家
神
道
論
理
の
実
体
化
」
の
描
か
れ
方
に
大
き
な
イ
メ
ー
ジ
の
相

違
を
も
た
ら
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
の
問
題
関
心
か
ら

い
え
ば
、「
法
的
秩
序
の
内
側
」
に
あ
る
宗
教
や
社
会
・
民
衆
の

実
態
や
そ
の
意
識
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て

そ
れ
を
ど
う
理
解
す
る
か
、
と
い
う
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
と
考

え
る
。

こ
の
「
公
共
性
」
論
と
植
民
地
神
社
と
い
う
観
点
か
ら
の
問
題

提
起
に
よ
る
研
究
は
発
展
途
上
の
状
況
に
あ
る
。
今
後
、
研
究
が

す
す
め
ば
、
新
た
な
歴
史
的
事
実
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
く
る
で
あ

ろ
う
。
宗
教
の
み
な
ら
ず
、
他
の
隣
接
諸
科
学
に
お
け
る
議
論
の

進
展
と
合
わ
せ
て
、
今
後
も
検
討
を
深
め
て
い
く
必
要
が
あ
ろ

う
。

お
わ
り
に
│
今
後
の
展
望
│

以
上
の
検
討
を
前
提
と
し
つ
つ
、
今
後
の
研
究
の
課
題
や
論
点

な
ど
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
こ
と
で
、
お
わ
り
に
代
え
る
こ
と
と
し

た
い
。
そ
こ
で
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
神
社
政
策
の
展
開
に
焦

点
を
絞
っ
て
、
今
後
の
研
究
の
展
望
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
朝
鮮
に
お
け
る
神
社
政
策
の
時
期
区
分
の
明
確
化
で

あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
み
て
く
る
と
、
一
九
三
〇
年
代

に
神
社
政
策
の
変
容
の
大
き
な
画
期
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
問
題
関
心
や
分
析
視
角

の
違
い
は
あ
れ
、
各
論
者
共
通
で
異
論
無
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
植
民
地
朝
鮮
の
統
治
政
策
と
の
関
わ
り
、「
内
地
」
に
お

け
る
神
社
の
位
置
づ
け
の
変
容
と
も
関
わ
り
、
一
九
三
〇
年
代
以

前
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
な
お
も
詳
細
に
画
期
を
置
い
て
、
そ
の

変
容
を
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
筆
者
は
す

で
に
「
国
民
統
合
」
の
手
段
と
し
て
の
神
社
政
策
の
展
開
に
つ
い

て
、
①
一
九
二
五
年
以
前
の
「
国
家
祭
祀
」
の
整
備
過
程
、
②
一

九
二
五
年
か
ら
一
九
三
六
年
の
「
神
社
非
宗
教
」
の
確
立
と
「
国

民
儀
礼
」
の
浮
上
過
程
、
③
一
九
三
六
年
か
ら
一
九
四
五
年
の

（

）

「
国
民
儀
礼
」
の
強
要
過
程
と
い
う
三
区
分
を
提
示
し
た
が
、
一

九
三
〇
年
代
以
前
の
状
況
に
つ
い
て
は
未
だ
議
論
が
深
ま
っ
て
い

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
一
九
三
〇
年
代
以
後
の
展
開
に

つ
い
て
も
、
青
野
正
明
に
よ
る
「
積
極
的
神
社
非
宗
教
」
論
や

「
無
願
神
祠
」
の
位
置
づ
け
、
そ
し
て
何
よ
り
も
神
社
信
仰
の
対

象
が
日
本
人
だ
け
で
は
な
く
、「
帝
国
臣
民
」
す
べ
て
を
対
象
す

る
も
の
に
変
わ
っ
た
と
す
る
「
帝
国
神
道
」
の
提
起
が
な
さ
れ
、

再
考
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、「
国
家
神
道
」
の
「
道
徳

性
」
と
「
宗
教
性
」
を
分
離
し
て
「
宗
教
性
」
を
分
析
の
対
象
と

し
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
新
た
な
研
究
成

果
で
あ
る
が
、
樋
浦
郷
子
が
検
討
を
深
め
て
き
た
「
道
徳
性
」
と
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の
関
わ
り
と
も
に
再
度
架
橋
し
て
、
朝
鮮
に
お
け
る
神
社
政
策
の

あ
り
方
そ
の
も
の
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

そ
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
集
積
さ
れ
て
き
た
「
帝
国
」
日
本
に
お

け
る
植
民
地
朝
鮮
の
位
置
を
よ
り
明
確
に
し
て
い
く
一
助
と
な
ろ

う
。第

二
に
、
上
記
の
点
と
も
関
わ
り
、
神
社
政
策
の
展
開
に
朝
鮮

社
会
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
の
か
、
朝
鮮
の
人
々
の
対
応
に
つ

い
て
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
樋
浦
郷
子
の
成
果
で
は
、
神
社

と
学
校
や
行
政
と
の
関
わ
り
が
植
民
地
支
配
を
よ
り
強
固
の
も
の

に
し
た
と
い
う
朝
鮮
社
会
像
が
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
青
野
正
明

に
よ
る
神
社
の
も
つ
「
宗
教
性
」
の
側
面
に
お
け
る
朝
鮮
社
会
に

お
け
る
神
社
信
仰
の
浸
透
は
、
極
め
て
静
的
な
印
象
で
、
朝
鮮
社

会
と
の
葛
藤
な
ど
が
存
在
し
た
の
か
ど
う
か
、
充
分
に
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
朝
鮮
社
会
像
の

違
い
は
、
神
社
政
策
の
も
つ
「
宗
教
性
」
と
「
道
徳
性
」
と
の
関

わ
り
を
解
明
す
る
こ
と
で
、
架
橋
す
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
朝
鮮
史
に
お
け
る
大
き
な
課
題
と

し
て
、
今
後
の
研
究
の
進
展
を
図
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
点
は
、
先
に
紹
介
し
た
二
〇
一
〇
年
代
に
集
積
し
た
植
民

（

）

地
神
社
と
地
域
形
成
と
い
っ
た
視
角
か
ら
進
む
最
近
の
研
究
群
で

も
、
意
識
さ
れ
追
究
さ
れ
て
い
る
課
題
で
あ
り
、
京
城
、
さ
ら
に

は
よ
り
焦
点
化
し
た
ソ
ウ
ル
の
南
山
と
い
っ
た
地
域
を
限
定
し
て

そ
の
歴
史
的
空
間
の
変
容
を
見
て
い
く
具
体
的
な
地
域
史
の
解
明

と
も
関
わ
り
、
植
民
地
支
配
の
意
味
を
再
度
問
い
な
お
す
意
義
を

持
つ
も
の
と
考
え
る
。

第
三
に
、「
公
共
性
」
と
い
う
概
念
で
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
い

て
、
神
社
神
道
と
「
国
家
神
道
」
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し

て
き
た
の
か
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
神
社

政
策
を
超
え
て
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
宗
教
秩
序
や
法
的
秩
序

と
い
っ
た
「
帝
国
支
配
秩
序
」
と
の
関
わ
り
で
論
じ
ら
れ
る
課
題

と
な
っ
て
お
り
、
神
社
政
策
そ
の
も
の
だ
け
の
展
開
を
追
っ
て
い

た
の
で
は
到
底
明
ら
か
に
し
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
青

（

）

野
正
明
の
成
果
は
、
今
後
の
研
究
の
出
発
点
、
理
論
的
基
礎
を
成

す
も
の
と
評
価
で
き
る
。
若
干
の
論
点
と
し
て
は
、
そ
の
「
宗
教

秩
序
」・「
法
的
秩
序
」
が
い
つ
成
立
し
、
そ
れ
が
朝
鮮
統
治
の
な

か
で
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
す
に
到
っ
た
の
か
を
、
朝
鮮
に
お

け
る
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
団
体
の
変
遷
を
踏
ま
え
て
、
具
体
的
に
跡

づ
け
て
い
く
な
か
で
再
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
点
が
あ
る
。「
帝
国
史
」
的
把
握
や
「
植
民
地
近
代
性
」

論
が
も
つ
可
能
性
と
し
て
、
民
衆
史
や
生
活
史
、「
民
衆
の
日
常
」

（

）

へ
の
視
座
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
視
座
あ
る
い

は
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
き
た
植
民
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地
期
朝
鮮
社
会
の
実
態
と
の
関
わ
り
で
、「
公
共
性
」
論
が
よ
り

生
き
て
く
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
う
少
し
踏
み

込
ん
で
言
及
す
れ
ば
、「
包
摂
さ
れ
た
公
共
性
」
の
中
で
求
め
ら

れ
た
宗
教
的
・
思
想
的
営
為
が
ど
の
よ
う
な
展
開
を
遂
げ
た
の
か

を
具
体
的
に
検
証
す
る
こ
と
な
し
に
、
総
体
と
し
て
の
植
民
地
期

の
朝
鮮
社
会
の
あ
り
よ
う
に
迫
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
、「
植
民
地
近
代
性
」
で
提
起
さ
れ
た
「
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
」

の
問
題
と
も
関
わ
っ
て
、
植
民
地
朝
鮮
社
会
に
お
け
る
信
仰
の
あ

り
方
、
ひ
い
て
は
植
民
地
期
の
朝
鮮
社
会
に
生
き
る
人
々
の
実
像

に
迫
り
、「
植
民
地
主
義
」
の
実
像
や
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る

「
帝
国
秩
序
」
の
形
成
の
歴
史
過
程
に
迫
る
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
意
味
で
、「
支
配
と
抵
抗
」
と
い
う
二

項
対
立
的
歴
史
把
握
を
超
え
て
、
改
め
て
植
民
地
支
配
と
は
な
に

か
と
い
う
問
題
に
接
近
す
る
足
が
か
り
と
し
て
、「
帝
国
秩
序
」

に
迫
る
方
法
論
の
一
つ
と
し
て
、「
公
共
性
」
論
と
い
う
視
点
と

し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

以
上
、
主
に
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
の
研
究
の
状
況
を
跡
づ
け
な

が
ら
、
朝
鮮
を
分
析
対
象
に
限
定
し
て
、「
帝
国
」
日
本
の
神
社

政
策
史
研
究
の
成
果
と
課
題
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
今
後
の
研
究

（

）

の
展
望
を
模
索
し
て
き
た
。
植
民
地
朝
鮮
に
お
い
て
建
立
さ
れ
て

き
た
神
社
の
役
割
や
そ
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
を
深
め
て
い
く
こ

と
は
、
そ
こ
で
の
「
帝
国
秩
序
」
の
成
立
を
考
え
る
際
の
足
が
か

り
と
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
接
近
の
分
析
視
角
や
方
法

等
を
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
に
学
び
な
が
ら
、
今
後
の
神
社
政

策
史
研
究
を
少
し
で
も
進
展
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

注（１
）
研
究
史
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る

神
社
政
策
と
朝
鮮
社
会
」（
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士

論
文
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）
の
序
章
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
本
論

考
で
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
戦
前
に
お
け
る
神
道
関
係
者
に
よ
る
海

外
神
社
研
究
に
は
、
小
笠
原
省
三
『
海
外
の
神
社
』（
神
道
評
論
社
、

一
九
三
三
年
）、
近
藤
喜
博
『
海
外
神
社
の
史
的
研
究
』（
明
生
堂
書

店
、
一
九
四
三
年
）
が
あ
る
。
ま
た
、
戦
時
期
に
お
い
て
ま
と
め
ら

れ
た
岩
下
傳
四
郎
編
『
大
陸
神
社
大
観
』（
大
陸
神
社
連
盟
、
一
九

四
一
年
）
は
、
戦
前
に
お
い
て
創
立
さ
れ
た
台
湾
・
朝
鮮
・「
満
州
」

・
中
国
な
ど
の
海
外
神
社
を
網
羅
的
に
紹
介
し
た
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
同
上
博
士
論
文
の
序
章
に
お
い
て
は
、
戦
前
か
ら
二
〇
〇
〇
年

代
中
半
ま
で
の
研
究
史
を
ま
と
め
て
い
る
。
本
論
考
も
二
〇
〇
〇
年

代
中
半
ま
で
は
、
こ
の
序
章
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
を
予
め

断
っ
て
お
き
た
い
。

（
２
）
千
葉
正
士
「
東
亜
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
神
社
政
策
」

（
仁
井
田
陛
博
士
追
悼
論
文
集
編
纂
委
員
会
編
『
日
本
法
と
ア
ジ
ア
』

﹇
仁
井
田
陛
博
士
追
悼
論
文
集
第
三
巻
﹈
勁
草
書
房
、
一
九
七
〇

年
）。

（
３
）
詳
し
く
は
、
前
掲
山
口
博
士
論
文
「
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
神
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社
政
策
と
朝
鮮
社
会
」
序
章
を
参
照
の
こ
と
。

（
４
）
韓
国
に
お
け
る
当
該
期
の
研
究
史
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
�
�
�

キ
ム
ス
ン
テ

﹇
金
承
台
﹈
�
�
﹇
編
﹈《
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
﹇
韓
国

基
督
教
と
神
社
参
拝
問
題
﹈》（
�
�
﹇
ソ
ウ
ル
﹈、
�
�
�
	


�



�
�
�
﹇
韓
国
基
督
教
歴
史
研
究
所
﹈、
一
九
九
一
�
﹇
年
﹈）
な

ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
５
）
以
下
に
示
し
た
当
該
期
の
課
題
三
点
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
前

掲
山
口
博
士
論
文
「
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
神
社
政
策
と
朝
鮮
社

会
」
序
章
を
参
照
の
こ
と
。

（
６
）
中
島
三
千
男
「『
海
外
神
社
』
研
究
序
説
」（『
歴
史
評
論
』
六
〇

二
号
、
二
〇
〇
二
年
六
月
）
四
七
頁
。

（
７
）
一
九
八
〇
年
代
後
半
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
新
興
産
業
経
済
地
域

（
Ｎ
Ｉ
Ｅ
Ｓ
）
の
勃
興
と
民
主
化
の
進
展
や
そ
の
後
の
ソ
連
・
東
欧

諸
国
と
い
っ
た
社
会
主
義
国
家
の
崩
壊
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
歴
史
学

に
お
け
る
「
発
展
段
階
論
」
的
歴
史
把
握
へ
の
「
懐
疑
」
や
「
違
和

感
」
を
も
た
ら
し
た
。
日
本
と
朝
鮮
の
近
代
史
の
把
握
の
あ
り
方
に

つ
い
て
も
、
経
済
史
分
野
に
お
い
て
、
日
本
帝
国
主
義
の
も
つ
他
国

へ
の
「
収
奪
性
」
の
み
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
現
代
の
Ｎ
Ｉ
Ｅ

Ｓ
的
経
済
発
展
に
つ
な
が
る
長
期
的
趨
勢
の
中
で
「
開
発
」
を
積
極

的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
「
植
民
地
近
代
化
論
」
が
登
場
し
た
。

ま
た
、
世
界
シ
ス
テ
ム
論
、
帝
国
論
、
国
民
国
家
論
、
文
化
帝
国
主

義
論
、
社
会
史
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
な
ど
の
多
様
な
枠
組
み
へ
の
広
が

り
も
、
狭
義
の
戦
後
歴
史
学
へ
の
「
懐
疑
」
や
「
違
和
感
」
を
前
提

と
し
な
が
ら
、
戦
後
社
会
科
学
の
批
判
的
継
承
な
い
し
は
パ
ラ
ダ
イ

ム
転
換
を
目
指
し
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
歴

史
学
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
歴
史
学
研
究
会
編
『
歴
史
学
に
お
け
る

方
法
的
転
回
』﹇
現
代
歴
史
学
の
成
果
と
課
題
Ⅰ

一
九
八
〇
│
二

〇
〇
〇
年
﹈（
青
木
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）、
同
編
『
国
家
像
・
社
会

像
の
変
貌
』﹇
同
Ⅱ

一
九
八
〇
│
二
〇
〇
〇
﹈（
青
木
書
店
、
二
〇

〇
三
年
）
を
参
照
。

（
８
）
並
木
真
人
「
植
民
地
後
半
期
朝
鮮
に
お
け
る
民
衆
統
合
の
一
断
面

│
ソ
ウ
ル
の
事
例
を
中
心
に
│
」（
武
田
幸
男
編
『
朝
鮮
社
会
の
史

的
展
開
と
東
ア
ジ
ア
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）。

（
９
）
日
本
の
植
民
地
支
配
全
域
を
カ
バ
ー
し
つ
つ
、
政
治
史
分
野
に
お

け
る
「
支
配
」
概
念
の
と
ら
え
方
の
多
様
性
を
示
し
た
の
が
、
若
林

正
丈
編
『
帝
国
統
治
の
構
造
』﹇
岩
波
講
座
近
代
日
本
と
植
民
地
第

二
巻
﹈（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）
及
び
前
掲
『
統
合
と
支
配
の

論
理
』﹇
第
四
巻
﹈（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
で
あ
る
。
こ
の

『
岩
波
講
座
近
代
日
本
と
植
民
地
﹇
全
八
巻
﹈』（
岩
波
書
店
、
一
九

九
二
〜
九
三
年
）
は
、
一
九
八
〇
年
代
ま
で
の
「
帝
国
主
義
と
植
民

地
」
を
め
ぐ
る
実
証
研
究
の
成
果
を
ま
と
め
る
と
同
時
に
、
こ
う
し

た
研
究
動
向
に
対
す
る
違
和
感
を
世
界
シ
ス
テ
ム
論
、
国
民
国
家

論
、
社
会
史
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
な
ど
の
多
様
な
枠
組
み
に
そ
の
認
識

を
広
げ
る
問
題
提
起
的
な
講
座
で
も
あ
っ
た
。
二
巻
と
四
巻
の
他
に

大
江
志
乃
夫
編
『
植
民
地
帝
国
日
本
』﹇
第
一
巻
﹈、
小
林
英
夫
編

『
植
民
地
化
と
産
業
化
』﹇
第
三
巻
﹈、
高
崎
宗
司
編
『
膨
脹
す
る
帝

国
の
人
流
』﹇
第
五
巻
﹈、
後
藤
乾
一
『
抵
抗
と
屈
従
』﹇
第
六
巻
﹈、

川
村
湊
編
『
文
化
の
な
か
の
植
民
地
』﹇
第
七
巻
﹈、
三
谷
太
一
郎
編

『
ア
ジ
ア
の
冷
戦
と
脱
植
民
地
化
』﹇
第
八
巻
﹈
が
あ
る
。

（

）
橋
谷
弘
は
神
社
を
日
本
の
植
民
地
都
市
の
特
徴
と
し
て
、
遊
郭
と

な
ら
ん
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
特
異
な
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
と

位
置
づ
け
て
い
る
（
橋
谷
弘
『
帝
国
日
本
と
植
民
地
都
市
』﹇
歴
史

─ ２１ ─



文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
一
七
四
﹈
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
）
八
一

頁
。

（

）
青
井
哲
人
「
朝
鮮
の
居
留
民
奉
斎
神
社
と
朝
鮮
総
督
府
の
神
社
政

策
│
『
勝
地
』
と
し
て
の
神
社
境
内
の
形
成
お
よ
び
そ
の
変
容
と
持

続
」（『
朝
鮮
学
報
』
一
七
二
号
、
一
九
九
九
年
七
月
）。

（

）
青
井
哲
人
『
植
民
地
神
社
と
帝
国
日
本
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇

〇
五
年
）。
青
井
の
問
題
関
心
は
都
市
史
研
究
の
文
脈
の
な
か
で
、

日
本
の
植
民
地
支
配
の
拠
点
と
し
て
、
支
配
民
族
と
被
支
配
民
族
の

居
住
空
間
に
あ
っ
た
「
都
市
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
に

あ
る
。
そ
し
て
、
日
本
の
「
植
民
都
市
」
の
物
的
・
空
間
的
環
境
の

形
態
を
決
定
づ
け
る
存
在
と
し
て
神
社
に
着
目
し
て
い
る
し
た
文
脈

の
中
で
、
神
社
や
「
国
家
神
道
」
に
つ
い
て
も
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。

（

）
青
野
正
明
「
朝
鮮
総
督
府
の
神
社
政
策
│
一
九
三
〇
年
代
を
中
心

に
│
」（『
朝
鮮
学
報
』
一
六
〇
号
、
一
九
九
六
年
七
月
）。

（

）
青
野
正
明
「
植
民
地
期
朝
鮮
で
の
「
内
鮮
一
体
」
と
江
原
神
社
」

（
大
濱
徹
也
編
著
『
近
代
日
本
の
歴
史
的
位
相
│
国
家
・
民
族
・
文

化
』
刀
水
書
房
、
一
九
九
九
年
）。

（

）
青
野
正
明
『
朝
鮮
農
村
の
民
族
宗
教
│
植
民
地
期
の
天
道
教
・
金

剛
大
教
を
中
心
に
』（
社
会
評
論
社
、
二
〇
〇
一
年
）
は
、
植
民
地

権
力
に
よ
る
巫
俗
統
制
や
天
道
教
や
金
剛
大
道
と
い
っ
た
「
民
族
宗

教
」
統
制
と
関
わ
ら
せ
な
が
ら
、「
民
族
宗
教
」
が
根
ざ
し
た
農
村

自
治
の
場
を
朝
鮮
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
培
養
基
と
し
た
民
族
宗
教
運

動
史
研
究
で
あ
る
。
日
本
の
支
配
に
抵
抗
し
な
が
ら
、
宗
教
結
社
に

よ
っ
て
自
治
組
織
が
創
出
さ
れ
た
こ
と
で
、
民
族
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

（

）
趙
景
達
「『
朝
鮮
民
衆
運
動
の
展
開
│
士
の
論
理
と
救
済
思
想
』

（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）。

（

）
栗
田
英
二
「
植
民
地
下
朝
鮮
に
お
け
る
神
明
神
祠
と
『
た
だ
の
神

祠
』」（
崔
吉
城
編
著
『
日
本
植
民
地
と
文
化
変
容
│
韓
国
・
巨
文
島

│
』
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
四
年
）。

チ
ェ
ソ
ギ
ョ
ン

（

）
�
�
�
﹇
崔
錫
栄
﹈《
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
﹇
日
帝

下
巫
俗
論
と
植
民
地
権
力
﹈》（
�
�
﹇
ソ
ウ
ル
﹈、
�
�
�
�
�

﹇
書
景
出
版
社
﹈、
一
九
九
九
年
）。

（

）
菅
浩
二
「
併
合
以
前
の
『
韓
国
の
神
社
』
創
建
論
│
御
祭
神
論
を

中
心
に
」（『
神
道
宗
教
』
一
六
七
号
、
一
九
九
七
年
九
月
）。

（

）
菅
浩
二
「『
朝
鮮
神
社
』
創
建
計
画
と
初
期
総
督
府
政
│
併
合
か

ら
三
・
一
独
立
運
動
ま
で
」（『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
二
六

号
、
一
九
九
九
年
四
月
）。

（

）
菅
浩
二
「『
朝
鮮
神
宮
御
祭
神
論
争
』
再
解
釈
の
試
み
│
神
社
の

〈
土
着
性
〉
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
視
点
か
ら
」（『
宗
教
と
社
会
』
五
号
、

一
九
九
九
年
六
月
）。

（

）
菅
浩
二
「
総
督
府
政
下
に
於
け
る
『
国
幣
小
社
』
│
京
城
神
社
・

龍
頭
山
神
社
の
例
か
ら
」（『
神
道
宗
教
』
一
八
〇
号
、
二
〇
〇
〇
年

一
〇
月
）。

（

）
菅
浩
二
『
日
本
統
治
下
の
海
外
神
社
│
朝
鮮
神
宮
・
台
湾
神
社
と

祭
神
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）。

（

）
同
右
序
章
七
〜
一
二
頁
。
筆
者
は
こ
う
し
た
見
方
へ
の
違
和
感
に

言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
「
敗
戦
直
後
の
海
外
神
社
│
朝
鮮
の

神
社
を
例
に
」
追
手
門
学
院
大
学
国
際
教
養
学
部
ア
ジ
ア
学
科
編

『
ア
ジ
ア
学
科
年
報
』
八
号
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
、
四
九
頁
）。

（

）
前
掲
『
日
本
統
治
下
の
海
外
神
社
』
一
九
一
頁
。
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（

）
菅
浩
二
「
海
外
神
社
論
」（
李
成
市
編
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
二

〇
巻
地
域
論
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）。

（

）
一
九
九
九
年
の
日
本
史
研
究
会
大
会
近
現
代
史
部
会
「
帝
国
日
本

の
支
配
〈
秩
序
〉
│
十
五
年
戦
争
期
を
中
心
に
」
に
お
け
る
駒
込
武

「
コ
メ
ン
ト
」（『
日
本
史
研
究
』
四
五
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
）。

そ
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
解
説
・
帝
国
主
義
と
植
民

地
」（
同
編
『
展
望
日
本
歴
史
二
〇
帝
国
主
義
と
植
民
地
』）
一
〇

頁
。
ま
た
、
同
年
の
朝
鮮
史
研
究
会
に
お
い
て
も
、「
植
民
地
朝
鮮

と
日
本
の
帝
国
支
配
」
を
大
会
テ
ー
マ
に
「
帝
国
」
史
に
お
け
る
日

本
の
朝
鮮
支
配
の
政
治
的
、
法
域
的
特
徴
、
あ
る
い
は
「
満
州
」
支

配
と
の
関
連
が
検
討
さ
れ
た
（『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
№
三
八
、

二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
）。
こ
う
し
た
動
向
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
お

い
て
も
、「
帝
国
」
の
と
い
う
領
域
へ
の
関
心
と
と
も
に
、
そ
の
領

域
に
お
け
る
植
民
者
（
支
配
者
）
の
帝
国
主
義
支
配
を
正
当
化
し
、

そ
れ
を
支
え
る
社
会
意
識
や
「
心
性
」（「
帝
国
意
識
」）
の
諸
相
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
試
み
の
提
起
（
木
畑
洋
一
編
著
『
大
英
帝

国
と
帝
国
意
識
│
支
配
の
深
層
を
探
る
』﹇
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一

九
九
八
年
﹈、
栗
本
英
世
・
井
野
瀬
久
美
惠
編
『
植
民
地
経
験
│
人

類
学
と
歴
史
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』﹇
人
文
書
院
、
一
九
九
九
年
﹈

な
ど
）
と
し
て
見
ら
れ
た
。

（

）
「
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
ル
論
」
は
、
植
民
地
支
配
の
時
代
後
に
お

い
て
も
、
植
民
地
遺
制
や
宗
主
国
に
対
す
る
支
配
│
従
属
関
係
を
経

済
的
側
面
の
み
な
ら
ず
、
文
化
・
思
想
的
側
面
に
ま
で
広
げ
て
、
そ

の
「
負
の
遺
産
」
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
旧
植
民
地
諸
国
・
諸
地
域

に
お
け
る
「
脱
植
民
地
化
」
過
程
に
着
眼
す
る
研
究
で
あ
る
。
そ
の

際
、
現
在
に
お
い
て
も
な
お
「
負
の
遺
産
」
と
し
て
払
拭
で
き
な
い

思
想
・
文
化
的
側
面
を
「
植
民
地
主
義
」
と
し
て
批
判
的
に
捉
え
る

こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
例
え
ば
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
『
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』（
一
九
七
九
年
）
で
は
、
欧
米
諸
国
に
よ
る
植
民

地
支
配
の
歴
史
の
な
か
で
「
西
洋
と
非
西
洋
」「
文
明
と
野
蛮
」
と

い
っ
た
二
項
対
立
的
な
認
識
が
侵
略
と
支
配
を
支
え
た
こ
と
を
さ
ま

ざ
ま
な
学
問
・
文
学
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
対
象
に
し
て
明
ら
か
に

し
た
。
こ
う
し
た
認
識
は
「
脱
植
民
地
化
」
以
後
の
社
会
│
旧
宗
主

国
・
旧
植
民
地
諸
国
と
も
に
│
に
お
い
て
も
、
依
然
と
し
て
解
体
さ

れ
な
い
ま
ま
「
負
の
遺
産
」
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
問
題

性
を
指
摘
し
て
い
る
。

（

）
駒
込
武
「
植
民
地
に
お
け
る
神
社
参
拝
」（
水
野
直
樹
編
『
生
活

の
中
の
植
民
地
主
義
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）。

（

）
駒
込
武
『
世
界
史
の
な
か
の
台
湾
植
民
地
支
配
│
台
南
長
老
教
中

学
校
か
ら
の
視
座
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
序
章
二
四
頁
。

（

）
前
掲
山
口
博
士
論
文
「
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
神
社
政
策
と
朝

鮮
社
会
」。

（

）
同
右
序
章
で
は
、「
う
ぶ
な
信
仰
」
を
「
日
本
の
朝
鮮
支
配
と
文

化
の
具
体
相
」
と
し
て
、
一
つ
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
た
が
、
朝
鮮
民

衆
な
い
し
は
社
会
に
お
け
る
「
信
仰
」
自
体
が
「
心
性
」
や
「
心
意

世
界
」
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
に
至
っ
た
た
め
、
六
つ
の
特

徴
か
ら
五
つ
の
特
徴
に
変
更
し
た
も
の
で
あ
る
。

（

）
こ
う
し
た
限
界
を
端
的
に
示
す
成
果
と
し
て
は
、
辻
子
実
『
侵
略

神
社
│
靖
国
思
想
を
考
え
る
た
め
に
』（
新
幹
社
、
二
〇
〇
三
年
）

が
あ
る
。
辻
子
は
「
侵
略
神
社
」
を
「
神
聖
天
皇
制
を
宗
教
的
に
補

完
し
、
八
紘
一
宇
思
想
の
宣
伝
機
能
と
し
て
、
祭
神
に
天
照
大
神
や

明
治
天
皇
を
祀
り
、
侵
略
戦
争
の
正
当
化
、
皇
国
臣
民
教
育
実
践
の
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場
と
し
て
の
靖
国
神
社
的
機
能
を
有
し
た
神
社
」（
同
右
四
頁
）
と

定
義
し
て
、
台
湾
・
朝
鮮
・「
満
州
」・
南
洋
・
ハ
ワ
イ
な
ど
の
「
侵

略
神
社
」
の
状
況
を
分
析
し
た
。
朝
鮮
に
お
け
る
「
侵
略
神
社
」
に

つ
い
て
は
、
一
九
一
九
年
に
内
閣
に
よ
っ
て
告
示
さ
れ
成
立
し
た
朝

鮮
神
宮
か
ら
、
朝
鮮
に
お
け
る
侵
略
神
社
の
叙
述
を
は
じ
め
て
お

り
、
一
九
一
〇
年
代
に
お
け
る
居
留
民
神
社
の
存
在
に
つ
い
て
は
触

れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
九
一
九
年
以
前
か
ら
存
在
し
た
朝

鮮
に
存
在
し
た
神
社
が
朝
鮮
支
配
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を

も
ち
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
論
じ

て
い
な
い
。

な
お
、
一
九
一
〇
年
代
に
つ
い
て
の
筆
者
の
見
解
に
つ
い
て
は
、

前
掲
山
口
博
士
論
文
「
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
神
社
政
策
と
朝
鮮

社
会
」
お
よ
び
拙
稿
「
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
「
国
家
祭
祀
」
の
整

備
過
程
」（
君
島
和
彦
編
『
近
代
の
日
本
と
朝
鮮
│
「
さ
れ
る
側
」

の
論
理
│
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
四
年
所
収
）
を
参
照
の
こ
と
。

（

）
前
掲
山
口
博
士
論
文
第
二
章
「「
文
化
政
治
」
期
に
お
け
る
「
神

社
非
宗
教
」
論
の
登
場
」
参
照
。
こ
れ
は
、
拙
稿
「
植
民
地
期
朝
鮮

に
お
け
る
神
社
政
策
と
宗
教
管
理
統
制
秩
序
│
「
文
化
政
治
」
期
を

中
心
に
│
」（『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
四
三
号
、
二
〇
〇
五
年
一

〇
月
）
を
も
と
に
加
筆
修
正
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

（

）
前
掲
山
口
博
士
論
文
第
四
章
「
戦
時
体
制
下
に
お
け
る
「
国
民
儀

礼
」
強
要
政
策
の
展
開
│
一
九
三
七
│
一
九
四
五
年
│
」
参
照
。
こ

れ
は
、
拙
稿
「
戦
時
期
朝
鮮
総
督
府
の
神
社
政
策
│
「
国
民
運
動
」

を
中
心
に
│
」（『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
№
三
六
、
一
九
九
八
年

一
〇
月
）
を
も
と
に
加
筆
修
正
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

（

）
前
掲
山
口
博
士
論
文
第
三
章
「
満
洲
事
変
・
農
村
振
興
運
動
期
に

お
け
る
「
国
民
義
礼
」
の
浮
上
過
程
」
参
照
。
こ
れ
は
、
拙
稿
「
植

民
地
朝
鮮
に
お
け
る
神
社
政
策
│
一
九
三
〇
年
代
を
中
心
に
│
」

（『
歴
史
評
論
』
六
三
五
号
、
二
〇
〇
三
年
三
月
）
を
も
と
に
加
筆
修

正
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

（

）
「
海
外
神
社
（
跡
地
）
に
関
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
増
補
改
訂
版
、

神
奈
川
大
学
非
文
字
資
料
研
究
セ
ン
タ
ー
Ｈ
Ｐ
（http

://w
w

w
.hi-

m
oji.jp/database/db04

）
参
照
。

（

）
樋
浦
郷
子
『
神
社
・
学
校
・
植
民
地
│
逆
機
能
す
る
朝
鮮
支
配

│
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）。

（

）
な
お
、
樋
浦
の
成
果
に
対
す
る
筆
者
の
評
価
に
つ
い
て
は
、『
朝

鮮
史
研
究
会
会
報
』
一
九
〇
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
）
掲
載
の
〈
書

評
〉
を
参
照
の
こ
と
。

（

）
青
野
正
明
『
帝
国
神
道
の
形
成
│
植
民
地
朝
鮮
と
国
家
神
道
の
論

理
│
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）。

（

）
磯
前
順
一
・
尹
海
東
編
著
『
植
民
地
朝
鮮
と
宗
教
│
帝
国
史
・
国

家
神
道
・
固
有
信
仰
│
』（
三
元
社
、
二
〇
一
三
年
）。

（

）
青
野
の
研
究
の
意
図
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
帝
国
神
道
の

形
成
』
序
章
「
帝
国
史
に
お
け
る
国
家
神
道
」
を
参
照
の
こ
と
。

（

）
小
山
文
雄
『
神
社
と
朝
鮮
』（
朝
鮮
仏
教
社
、
一
九
三
四
年
）。
こ

の
史
料
の
分
析
・
解
釈
が
青
野
の
「
帝
国
神
道
」
論
の
核
に
な
っ
て

い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（

）
前
掲
『
帝
国
神
道
の
形
成
』
第
五
章
で
は
、
崔
南
善
の
「
洞
祭
」

論
へ
の
日
本
人
神
職
の
反
対
の
事
例
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
全
く
摩

擦
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

（

）
青
野
正
明
「
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
神
職
に
関
す
る
基
礎
的
研

究
」（
松
田
利
彦
ほ
か
編
『
日
本
の
朝
鮮
・
台
湾
支
配
と
植
民
地
官
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僚
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）。

キ
ム
デ

ホ

（

）
�
�
�
﹇
金
大
鎬
﹈〈
一
九
一
〇
�
�
〜
三
〇
�
�
�
�
�
�
	



�
�
	


�
�
�
﹇
一
九
一
〇
年
代
〜
一
九
三
〇
年
代
初
に
お

け
る
京
城
神
社
と
地
域
社
会
の
関
係
﹈
│
�
�
�
	
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
﹇
京
城
神
社
の
運
用
と
韓
国
人
と
の

関
係
を
中
心
に
│
﹈〉
�
�
�
�
	
 
!
﹇
東
北
亜
歴
史
財
団
﹈
"

（
編
）《
#
$
�
%
&
�
�
'


�
(
�
)
*
�
﹇
日
本
の
植
民

地
支
配
と
植
民
地
的
近
代
﹈》（
+
,
﹇
ソ
ウ
ル
﹈、
�
�
�
�
	
 

!
﹇
東
北
亜
歴
史
財
団
﹈、
二
〇
〇
八
�
﹇
年
﹈）。
後
に
、
同
名
の

日
本
語
論
文
が
、
李
昇
一
ほ
か
著
、
庵
逧
由
香
訳
『
日
本
の
朝
鮮
植

民
地
支
配
と
植
民
地
的
近
代
』（
明
石
書
店
、
二
〇
一
二
年
）
と
し

て
翻
訳
さ
れ
、
発
表
さ
れ
た
。

（

）
-
.
/
〈
#
0
%
(
�
1
�
�
2
�
	
﹇
日
帝
植
民
地
期
京
城

府
の
神
社
﹈〉（《
3
�
-
4
5
6
﹇
精
神
文
化
研
究
﹈》
三
六
7

﹇
巻
﹈
三
�
﹇
号
﹈、
二
〇
一
三
�
﹇
年
﹈）、〈
�
�
�
	
8
9
:

﹇
京
城
神
社
の
祭
祀
﹈〉（《
;
<
+
,
﹇
郷
土
ソ
ウ
ル
﹈》
八
八
�

﹇
号
﹈、
+
,
=
>
?
?
	
@
A
B
C


﹇
ソ
ウ
ル
特
別
市
市
史
編
纂

委
員
会
﹈、
二
〇
一
四
�
﹇
年
﹈
一
〇
D
﹇
月
﹈）
ほ
か
一
連
の
研
究

を
参
照
の
こ
と
。

（

）Todd
A

.H
enry

“Assim
ilating

Seoul

│Japanese
Rule

and
the

Politics
of

Public
Space

in
C

olonial
K

orea,
1910-1945”

U
ni-

versity
of

C
alifornia

Press,2014

（

）
ト
ッ
ド
ヘ
ン
リ
ー
の
研
究
の
成
果
と
課
題
に
つ
い
て
は
、
松
田
利

彦
の
書
評
（『
日
本
研
究
』
五
一
号
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ

ー
、
二
〇
一
五
年
三
月
）
に
依
拠
し
て
い
る
。

（

）B
IO

N
TIN

O
Julian

《
日
帝
下
+
,
﹇
ソ
ウ
ル
﹈
南
山
地
域
�

﹇
の
﹈
日
本
神
道
・
佛
教
施
設
運
営
�
﹇
と
﹈
儀
礼
研
究
》（
+
,

﹇
ソ
ウ
ル
﹈
大
学
校
大
学
院
社
会
教
育
科
歴
史
専
攻
、
教
育
学
博
士

学
位
論
文
、
二
〇
一
六
年
二
月
）。
な
お
、
筆
者
も
、「
国
民
儀
礼
」

と
し
て
の
神
社
参
拝
が
執
行
さ
れ
た
神
社
と
い
う
場
に
お
い
て
な
さ

れ
た
祭
祀
と
付
帯
行
事
の
変
容
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
あ

る
（
拙
稿
「
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
神
社
政
策
と
朝
鮮
人
の
対
応
│

一
九
三
六
〜
一
九
四
五
年
」
東
京
歴
史
科
学
研
究
会
編
『
人
民
の
歴

史
学
』
一
四
六
号
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
、
前
掲
山
口
博
士
論
文
第

四
章
第
三
節
の
一
）。

（

）
二
〇
〇
〇
年
代
半
ま
で
に
お
け
る
韓
国
と
日
本
の
神
社
研
究
の
到

達
点
に
つ
い
て
は
、
�
E
F
﹇
金
承
台
﹈〈
#
0
G
H
I
�
�
	

J
�
�
5
6
﹇
日
帝
下
朝
鮮
の
神
社
に
関
す
る
研
究
﹈〉（《
*
�

�
・
#
K
�
L
�
�
%
﹇
近
代
韓
・
日
間
の
相
互
認
識
﹈》
�
�

�
�
	
 
!
5
6
M
+
﹇
東
北
亜
歴
史
財
団
叢
書
﹈
四
七
、
二
〇
〇

九
�
﹇
年
﹈）
に
詳
し
い
。

（

）
さ
し
あ
た
り
、「
記
憶
」
論
に
つ
い
て
の
日
本
の
歴
史
学
界
の
状

況
に
つ
い
て
は
、
畔
上
直
樹
「
慰
霊
」（
木
村
茂
光
監
修
・
歴
史
科

学
協
議
会
編
『
戦
後
歴
史
学
用
語
辞
典
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
一
二

年
）。

（

）
宮
嶋
博
史
ほ
か
編
『「
植
民
地
近
代
」
の
視
座
』（
岩
波
書
店
、
二

〇
〇
四
年
）、
水
野
直
樹
編
著
『
生
活
の
中
の
植
民
地
主
義
』（
人
文

書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
。

（

）
前
掲
『
植
民
地
朝
鮮
と
宗
教
』。
終
章
で
は
、「
私
的
領
域
と
公
的

領
域
の
複
合
で
あ
る
類
似
宗
教
は
「
民
衆
の
日
常
」
を
写
す
鏡
に
な

り
う
る
」（
同
右
三
六
三
頁
）
と
い
う
民
衆
史
や
生
活
史
に
お
け
る

可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
点
で
示
唆
的
で
あ
る
。
ま
た
、
金
泰
勲
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「
一
九
一
〇
年
前
後
に
お
け
る
「
宗
教
」
概
念
の
行
方
」
で
は
「
帝

国
史
的
観
点
」
に
お
け
る
論
点
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目

さ
れ
る
。

（

）
島
薗
進
・
磯
前
順
一
編
『
宗
教
と
公
共
空
間
│
見
直
さ
れ
る
宗
教

の
役
割
│
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）、
よ
り
直
接
的
に

「
排
除
す
る
公
共
性
」
が
展
開
し
た
成
果
と
し
て
、
磯
前
順
一
・
川

村
覚
文
編
『
他
者
論
的
展
開
│
宗
教
と
公
共
空
間
│
』（
ナ
カ
ニ
シ

ヤ
出
版
、
二
〇
一
六
年
）。

（

）
日
本
の
朝
鮮
史
学
界
で
「
植
民
地
公
共
性
」
が
議
論
さ
れ
る
大
き

な
契
機
に
な
っ
た
論
文
は
、
尹
海
東
「
植
民
地
認
識
の
「
グ
レ
ー
ゾ

ー
ン
」
│
日
帝
下
の
「
公
共
性
」
と
規
律
権
力
│
」（『
現
代
思
想
』

二
〇
〇
二
年
五
月
）
で
あ
っ
た
。
�
�
�
﹇
尹
海
東
﹈《
�
�
�
�

�
	
�


﹇
植
民
地
の
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
﹈》（
�
�
﹇
ソ
ウ
ル
﹈、



�
�
�
�
﹇
歴
史
批
評
社
﹈、
二
〇
〇
三
�
﹇
年
﹈）
所
収
。
宮
嶋
博

史
ほ
か
編
『
植
民
地
近
代
の
視
座
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）。

な
お
初
発
的
に
は
、
並
木
真
人
「
植
民
地
期
朝
鮮
政
治
・
社
会
史
に

関
す
る
史
論
」（
東
京
大
学
『
朝
鮮
文
化
研
究
』
六
号
、
一
九
九
九

年
）
が
あ
る
。
ま
た
、「
植
民
地
近
代
性
」
論
に
対
し
て
、
趙
景
達

は
、
当
時
の
圧
倒
的
多
数
は
農
村
社
会
で
生
き
た
民
衆
で
あ
り
、
そ

の
実
態
を
等
閑
視
し
た
植
民
地
近
代
性
論
に
つ
い
て
懐
疑
的
な
立
場

の
批
判
が
あ
る
（
趙
景
達
『
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
知
識
人
と
民

衆
│
植
民
地
近
代
性
論
批
判
│
』
有
志
舎
、
二
〇
〇
八
年
）。

（

）
前
掲
『
植
民
地
朝
鮮
と
宗
教
』、『
宗
教
と
公
共
空
間
』、『
他
者
論

的
展
開
』
を
参
照
。

（

）
青
野
正
明
「
植
民
地
朝
鮮
の
神
社
に
祀
ら
れ
な
か
っ
た
神
々
│
宗

教
的
な
法
的
秩
序
の
内
と
外
│
」（
前
掲
『
他
者
論
的
展
開
』
所

収
）。
青
野
は
前
掲
『
帝
国
神
道
の
形
成
』
の
付
論
「
植
民
地
朝
鮮

に
お
け
る
「
類
似
宗
教
」
概
念
」
に
お
い
て
も
、「
国
家
神
道
」
の

論
理
の
下
で
排
除
さ
れ
る
「
類
似
宗
教
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る

が
、
す
で
に
こ
の
時
点
で
「
排
除
す
る
公
共
性
」
と
し
て
の
法
的
秩

序
と
し
て
の
宗
教
的
枠
組
に
つ
い
て
、
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る
。

（

）
前
掲
「
植
民
地
朝
鮮
の
神
社
に
祀
ら
れ
な
か
っ
た
神
々
」
六
八
〜

七
二
頁
。

（

）
前
掲
「
植
民
地
下
朝
鮮
に
お
け
る
神
明
神
祠
と
「
た
だ
の
神

祠
」」
に
お
け
る
無
願
神
祠
な
い
し
は
洞
祭
な
ど
の
民
間
に
お
け
る

信
仰
の
対
象
の
呼
称
で
あ
る
。

（

）
前
掲
『
帝
国
神
道
の
形
成
』
な
ら
び
に
前
掲
「
植
民
地
朝
鮮
の
神

社
に
祀
ら
れ
な
か
っ
た
神
々
」。

（

）
前
掲
『
神
社
・
学
校
・
植
民
地
│
逆
機
能
す
る
朝
鮮
支
配
│
』。

（

）
前
掲
山
口
博
士
論
文
「
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
神
社
政
策
と
朝

鮮
社
会
」
一
九
二
頁
。

（

）
前
掲
ム
ン
へ
ジ
ン
、
ト
ッ
ド
・
ヘ
ン
リ
ー
、
ビ
ア
ン
テ
ィ
ー
ノ
・

ユ
リ
ア
ン
な
ど
の
研
究
成
果
な
ど
を
指
す
。

（

）
前
掲
『
帝
国
神
道
の
形
成
』
付
論
な
ら
び
に
前
掲
「
植
民
地
朝
鮮

の
神
社
に
祀
ら
れ
な
か
っ
た
神
々
」。

（

）
前
掲
『
植
民
地
朝
鮮
と
宗
教
』。

（

）
二
〇
〇
〇
年
代
の
研
究
に
つ
い
て
は
時
間
も
経
過
し
、
論
者
の
問

題
意
識
の
変
容
も
あ
る
と
す
れ
ば
、
や
や
的
外
れ
な
指
摘
に
な
っ
て

い
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
ご
海
容
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
一
〇
年
代
の
研
究
に
つ
い
て
は
、

今
後
引
き
続
き
充
分
な
検
討
を
す
る
必
要
が
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
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し
た
い
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
平
成
二
七
〜
二
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤

研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号15K

01900

）「
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け

る
「
帝
国
秩
序
」
形
成
に
関
す
る
研
究
」
に
よ
る
成
果
の
一
部

で
あ
る
。
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